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1は じめ に

'F成 の 大 合 併 の 結 果
,わ が 国 のli∫1町村 数 は,1999年3月31日 の3232

か ら,2006年8月1f.1で1819へ と減 少 した11。 合併 特 例 債 を 始 あ と した

lKiによ る 財政 面 で の 支援 策 は2005年3月31fIま で の 合 併 で 終rし た が,

国 は2005年4月1日 か ら新 た な 合 併 特 例 法 を施 行 す る な ど,さ らな る 合

併推 進 の た め の 施 策 を 展 開 して お り,地 ノ∫交付 税 交 付 金 の 削減 に よ る 財政

悪 化 と相 ま って,市 町 村 合併 の動 き は 今 後 も続 くだ ろ う。

市町 村 の 規 模 拡 大 は,行 財 政 の効 率 化 とい う点 で は,メ リッ トが あ るか

(1)http://www.soumu.g・o.jp/gapei/index.htm1よ り。
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も知 れ な いが,同 時 に,住 民 に最 も身 近 な 政 府 で あ る はず のll∫町 村 と住 民

の 距 離 が 遠 くな る と い う デ メ リ ッ トも伴 う もの で あ る。

そ こ で,地 ノ∫制 度 調 査 会 は,こ の 問 題 に 対 処 す べ く,2003年11月13

日の 「今 後 の 地 ノ∫ri治 制 度 の あ りノ∫に関 す る答 巾」 に お いて,地 域 自治 組

織 の 法 制 化 を提11昌し,そ れ を受 け て,地 方rl治 法 改IEに よ り,地 域1"1治 区

(同法202条 の4以 ド),合 併特 例 法 に よ り合併 特 例 区(同 法5条 の8以 ド)

の 制 度 を創 設 したQ総 務 省 に よ る と,2005年3月3111112在 で,571'1治 体

が 地 域 白治 制 度 を設 置 して い る と い う こ と で あ る121。

地 域ri治 組 織 の法 制 化 に踏 みL,し た こ と は一淀 の評 価 に値 す る もの で あ

るが,現 行 法 の組 織 の あ りノ∫につ い て の評 価 につ いて は,別 途 考え な けれ

ば な らな い。

地 ノ1制度 調 査 会 が2003年4月3011に 示 した 「今後 の地 方ri治 制 度 の あ

り方 につ い て の 中 間 報 告」 で は,地 域 白治 組 織 と して,行 政 区的 な タイ プ

(法 人 格 を 有 しな い)と 特 別 地 ノ∫公 共 団 体 と す る タ イ プ が 構 想 され て い

だ1』が,「 基 礎rl治 体 と して の 一・体 性 を損 な う こ と の な い よ う に す る と い

うこ とに も配 慮 して 」L・ 般 的 な 制 度 で あ る地 域1'1治 区 に つ い て は 行 政 区

ll勺な タ イプ が選 択 され た。 特 別地 ノ∫公 共 団体 とす る タイ プ は,合 併 後5年

間 の暫 定 的 制 度 で あ る合 併 特 例 区 に お いて 採 川 され る に留 ま った。 さ ら に,

X21http://www.soumu.go.JI)/gapei/index.htnll[地 域ri治 組 織(地 域rl治 区 ・

合 併特 例1)く)・i国 設 置 状 況 」よ り、,な お,内 訳 は,特 別 職 と して の 区 長 を 設 置

で き る な ど合 併 特 例 法 の 諸 規 定(同 法5条 の5以 ド)が 適 川 され る1一地 域rl治 区

(特 例)1が38,地 ノJII治 法 に),つ く 「地 域 自治1)く(・ 般)」 が17,「 合併 特 例 区」

が6で あ る(複 数 の 自治 組 織 を 組 み 合わ せ て 設 置 す る こ と と して い る 白治 体 が あ

るた め,合 計 数 は 市町 村 数 と ・致 しな い)、、

{3}地 ノ∫制 度 調 査会[今 後 の 地 方 自治 制 度 の あ り ノ∫に つ い て の 中 間 報 告」(2〔103{1三)

111'1

(41地 ノ∫制 度 調ii会1今 後 の 地 方r1治 制 度 の あ り方 に関 す る答lll」(2004年)11頁
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地 域 白治 体 と して の パ リ ッ シュ カ ウ ン シル

「中 間報 告 」 で は,特 別 地 方公 共 団 体 タ イ プ で は,議 決 機 関 の 公 選 制 とす

る こ とが 考 え られ て い た廟の に 対 し,合 併 特 例 区 に 趾 か れ る合 併 特 例 区 協

議 会 は,予 算 に つ い て の 同 意 権 を 持 つ もの の,基 本 的 性 格 は諮 問 機 関 と さ

れ,構 成 員 も合 併ll∫町 村 の 長 の 選 任 制 と され た 。 この よ うな 制 度 は,果 た

して,地 方 制 度 調 査 会 が い うよ うに 「行 政 と住 民 が 相 圧 に連 携 し,と もに

担 い 手 と な って地 域 の 潜 在 力 を ト分 に 発 揮 す る仕 組 み 」"Lな の だ ろ うか。

本 稿 は そ の よ うな 疑 問 に 答 え るた め,イ ギ リス(イ ン グ ラ ン ド中)の パ

リ ッ シ ュ(parish),パ リッ シ ュ カ ウ ン シル(parishcouneil)の 制 度181を

T=掛 か りに,地 域n治 組 織 が 担 うべ き役 割 とそ の 条 件 に つ い て 検 討 す る こ

と を意 図 した もの で あ る。 パ リ ッシ ュ ・パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル につ い て は

い くつ か の 先 行 研 究 が あ りil'1,地域rl治 組織 との 関 係 で,パ リ ッシ ュ ・パ

(5)地 方制 度 調 査会 前掲 注(3),13頁

161地 方制 度 調 査会 前掲 注19),11頁

(7}イ ギ リ ス の 地 方 白 治 制 度 は 多 元 的 で あ り,1)イ ン グ ラ ン ド(大 ロ ン ドン

(GreaterL(radon)地 域 等 を 除 く),2)ウ エ ー ル ズ,3)ス コ ッ トラ ン ド,4)北

ア イ ル ラ ン ド,5)大 ロ ン ドン地 域 に つ き,別 々の 法 律 に 基 づ き 別 々の 制 度 が 存

在 して い る。

(81ウ エ ー ル ズ に も コ ミュニ テ ィ ー(community),コ ミュ ニ テ ィー カ ウ ン シ ル

(communitycouncil)と い う,バ リ ッ シ ュ ・パ リ ッ シュ カ ウ ン シ ル と ほぼ 同様

の 制 度 が 存 在 す る。 パ リ ッ シュ カ ウ ン シル,コ ミュニ テ ィカ ウ ンシ ル は,地 域 カ

ウ ン シル(10calcouncil)と 総 称 され,ま とめ て 論 じられ る こ と も少 な くな い。

本 稿 で は,イ ン グ ラ ン ドの法 を 参照 す る こ と と した た め,地 域 カ ウ ンシ ル と して

ri及 され て い る文 献 の 場 合 も,パ リ ッシ ュ カ ウ ンシ ル に 表現 を 改 め た。

(9}白 治 体 国 際 化 協 会 ロ ン ドン事 務 所 「イギ リスの パ リ ッシ ュ につ い て 」 自治 体111

際 化 協会 『諸 外 国 の 地 域 白治 組 織 』(2004年)http://www.clair.or,jp/j/forum

/other・/pdf/25.pdf,山 用 光 矢 『バ リ ッ シュ』(2004年),竹 ド譲 『バ リ ッ シュ に

み る 自治 の 機 能 』(2000年),K.P.Poole&Keith-LucasBryan『 バ リ ッ シュ政

府 百年 史1894-1994』(1996'1=)

http://www.Clair.or.jp/j/forum/other/Pdf/1Lpdfな ど。
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リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル の あ り方 を 参 考 に す べ き こ と を 説 く論 考 も少 な くな

い1"。 本 稿 もそ れ ら に 多 くを負 って い る。 ただ,今 まで の 研 究 は,ど ち ら

か と い う とパ リ ッシ ュ ・パ リ ッシ ュ カ ウ ンシ ル に関 す る制 度 史 に 碇点 がit

か れ て お り,さ らに,制 度 を規 定 す る法 的 側 面 が ト分 に検 討 され て い な い

恨 み が あ る。 本 稿 は法 的 側 面 を 重視 した1一で,バ リ ッシ ュ カ ウ ン シル を め

ぐる近 年 の動 向 を も フ ォロー して,こ れ らの 研 究 ・論 考 に新 た な 頁 を 付 け

加 え た い と思 う。 そ して パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル の 制 度 と実 態 をT一が か りに

地 域 白治 の あ り 方 につ い て 若i:の 考 察 を 試 み た い。

2地 方 自治体 と してのパ リッシュカウンシル

イ ン グ ラ ン ドの 地 方 自 治 制 度 の 概 要

イ ン グ ラ ン ド嘱1の 地 ノ∫ri治 制 度 は,歴 史 的 経 緯 も あ っ て,複 雑 な もの で

あ っ た が,1972年 地 ノ∫白 治 法(LocalGovernmentAct1972,以 ド,

「1972年 法 」 と い う)に よ っ て,抜 本rlく」に 改 編 さ れ た 。

1972年 法 は,従 来 の 地 方rl治 制 度 をislfll的 に 廃 止 し,1974年4月1日

づ け で,イ ン グ ラ ン ドを,カ ウ ン テ ィ ー(COUIIty)に 区 分 し,さ ら に,

さ ら に,各 カ ウ ン テ ィ ー を デ ィ ス ト リ ク ト(district)に 区 分 し た1!。 そ

し て,各 カ ウ ン テ ィー,各 デ ィ ス ト リ ク トに,カ ウ ン シ ル 議 長(chair一

qO}ヒf秋 生 「地 方ri治 の 原 点 」 地 ノ∫r1治694}}(2005{D.ll1川 光 矢 「イ ン グ ラ

ン ドの バ リ ッシ ュ に学 ぷIl本 のli∫町 村 合 併 の あ りノJI生 活経 済 政 策511,;(2004

年),竹 ド譲 「イギ リ スの 狭 域 白治 体 一 パ リ ッシ ュ の機 能 」 地 ノ∫議 会33

巻2,,(2002年),山 川 光 矢 「パ リ ッシ ュ に学 ぶ 日本 の地 方 自治 制 度 改 革の ・つ

の あ りか た」 季ill行 政 管 理 研 究83[1rJ(1989年)

(1111E確 に は,「 大 ロ ン ドン地 域 等 を 除 く イ ン グ ラ ン ド」。 以 ド,本 稿 で,特 に断 り

な く 「イ ング ラ ン ド」 と い っ た場 合,こ の 意 味 で 川 い る

(12)LocalGovernmentAct,1972(以 ド,L.G.A.1972と 省 略)s .1(1).
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地 域rl治 体 と しての バ リ ッ シュ カ ウ ン シル

man)と カ ウ ン シ ル 議 員(councillors)か ら な る 法 人(bodycorporate)

と し て,カ ウ ン テ ィ ー カ ウ ン シ ル(counteycouncil),デ ィ ス ト リ ク トカ

ウ ン シ ル(districtcouncil)を 設 置 し た 。

そ の 後,1985年 地 方 「1治 法(LocalGovernmentAct1985)に よ り,

大 都 市 圏(metropolitan)カ ウ ン テ ィ カ ウ ン シ ル が 廃 且1さ れ,大 都ll∫圏

デ ィ ス ト リ ク トカ ウ ン シ ル の み の 一 層 制 に 移 行 し た 。 こ の 際,非 大 都 市 圏

(non-metropolitan)カ ウ ン テ ィで は,一 二 層 制 が 維 持 さ れ た が,1992年 地

方 自 治 法(LocalGovernmentAct1992)の 定 め る ス キ ー ム に よ り,い く

つ か の 地 域 で,ユ ニ タ リーri治 体(unitaryauthority)が 設 置 さ れ た11:い。

こ れ ら の 区 域 に お い て は,大 都 市 圏 デ ィ ス ト リ ク ト,ユ ニ タ リー 自治 体 は,

基 本 的 に,カ ウ ン テ ィ カ ウ ン シ ル と デ ィ ス ト リ ク トカ ウ ン シ ル に 付 与 さ れ

た 権 限 の 両 方 を 行 使 す る こ と が で き る 。

本 稿 の 検 討 対 象 で あ る パ リ ッ シ ュ は,デ ィ ス ト リ ク トの 区 域 内 に 設 概 さ

れ る,住 民 に 最 も 身 近 な 地 ノ1'1治 区 域 で あ る 。1972年 法 は,既 存 の 川 園

パ リ ッ シ ュ(rUralparish)を ,一 一部 の 例 外 を 除 い て,パ リ ッ シ ュ と して

存 続 さ せ る1111とf1:..に,1972年 法 に 基 づ く 新 デ ィ ス ト リ ク トの 設 置 に よ り,

廃JI:さ れ る こ と と な っ た 都 市 部 の 旧 バ ラ(borough),旧 デ ィ ス ト リ ク ト

1131ユ ニ タ リー 自治 体 へ の 移 行 は,1三 と して,移 行 対 象 と な る デ ィ ス トリ ク ト(従

来か らあ る デ ィ ス トリ ク トが そ の ま ま移 行 す る場 合 と,合 併 に よ り新 た に 設 置 さ

れ た デ ィス トリ ク トが 移 行 す る場 合 が あ る)が,従 来の カ ウ ンテ ィー を離 れ,移

行対 象 区 域 の み で,新 た な カ ウ ンテ ィーを 形 成 した1:で,'且li.cカ ウ ンテ ィー には,

カ ウ ンテ ィー カ ウ ン シル を 設 置 しな い と い う 方式 が と られ る,,カ ウ ンテ ィー の 全

領 域 が ユ ニ タ リー 白治 体 に移 行 す る場 合 は,カ ウ ンテ ィカ ウ ンシ ルを 存 置 し,デ ィ

ス トリ ク トカ ウ ン シル を 設inし な い とい う ノ∫式 が と られ る こ と もあ る。 い ず れ の

場 合 も,カ ウ ンテ ィカ ウ ン シル の 権 限 とデ ィス トリク トカ ウ ン シル の権 限 を 行 使

で き る こ と に変 わ りは な い。

(19)L.G.A.1972,s.1(6).
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の 多 くが,1974年4月1日 付 け で パ リ ッ シ ュ に 改 変 され,さ ら に,新 た

な パ リ ッシ ュが 設 置 され たisO

その 後,パ リ ッシュの 新 設(こ の 予続 につ いて は,後 述)が あ って,2005

年現 在,イ ング ラ ン ドに は約10200の パ リ ッシュ(う ち,230ほ どが 大 都 市

圏 デ ィス トリク トに お か れ た パ リッ シュ)が 存 在 す る。 人 口 は 一 桁 か ら5

万 人 超,区 域 は数 工 一 カー か ら100'F方 マ イル,そ の財 政 支 出 は 数 ポ ン ド

か ら200万 ポ ン ドまで,そ の 区 域,人 口,資 源 は,さ ま ざまで あ る1[i'。

わ が(:rjの文献 の 多 くが,パ リ ッ シュ を 白治 体(あ る い は,準rl治 体)と

呼 ん で い るが,厳 密 に い え ば,そ れ はIE確 で は な い。 パ リ ッ シュ は,あ く

ま で 地 方1`1治 区 域(localgovernmental℃a)の 名 称 に 過 ぎ な い。 法 人

(bodycorporate)格 を イ∫す るII7r地方ri治 体(10calauthority)は,カ ウ

ンシル 議 長(ehairman)と カ ウ ン シル 議 員(couneillors)か らな るパ リッ

シュ カ ウ ン シル軸 で あ る。

な お,パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シル は 自 らの 決 定 に よ り,タ ウ ン(town)を

称 す る こ とが で き る働 。 これ は 単な る名 称 に過 ぎ ず,法 的権 限 に 相違 が あ

る わ け で は な い が,タ ウ ンを 称 す る 区域 の 方 が 人 口 が 多 い傾 向 は み られ

るP。 以 ド,本 稿 で は,あ えて 区 別す る必 要 が あ る場 合以 外,「 パ リ ッシ ュ」

1151L.G.A.1972,Sch.1,YartV.

q6)C'II:IRLLSARNOLD.BAKER,LOCALC'Ol'ti('II.ADMINIsTRATION?3(7thed.2006).

IlilL.G.A.1972,s.14(2).

(181L.G.A.1972,s.14(1).

q9〕L.G.A.1972,s,2-45(6).タ ウ ン を 称 す る 場 合,カ ウ ン シ ル は タ ウ ン カ ウ ン シ ル,

カ ウ ン シ ル 議 長 は タ ウ ン メ イ ヤ ー(しownmayor.),パ リ ッ シ ュ 総 会 は タ ウ ン総 会

と 呼 ば れ る.20000以 ヒの 人 口 を 有 す る タ ウ ン カ ウ ン シ ル も あ る が,そ の 権 限 は

他 の ハ リ ッ シ ュ と 同 じ で あ る,

1201GrahamPearce&SheilaEllwood,Mo(1ρrη's'ηgLoralOo乙7ρ1・ ηηzρη`!ARole表)r

1)arishlndTownCouncils,28LocalGovemmentStudies33,35(2002).た だ し,

タ ウ ン カ ウ ン シ ル の 呼 称 を 有 す る カ ウ ン シ ル(そ の 多 く は,1974年 の 地 ノ∫制 度 改
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地 域1'1治 体 と して の バ リッ シ ュ カ ウ ン シル

と いえ ば,「 タ ウ ン」 を 称 して い る場 合 も含 む もの と して 扱 う。

議 長 と カ ウ ン シル議 員か らな る カ ウ ン シル2ilに法 人格 や権 限がtfえ られ

る とい うの は,イ ギ リスの 地 方rl治 法 制 の 特 徴 の 一 つ で あ る。 わが 国 に お

い て は,地 域 名 と その 地 域 を基 盤 とす る地 方 白治 体 の 名称 が 同一一で あ る。

例 え ば,「 一F葉県 」 と い う 「ζ葉 は,太 平洋 ・東 京 湾 ・利 根 川 ・江 戸 川 に囲

まれ た 「地 域 」 を指 す と 共 に,そ の 地 域 に基 盤 とす る 「地 方 白治 体 」 の 名

称 で もあ る。 イギ リスで は,○ ○ カ ウ ンテ ィ,△ ム デ ィス トリ ク ト,口 ロ

パ リッ シュ等 は 「地 域」 の 名称 に過 ぎず,「 地 方 自治 体 」 は○ ○ カ ウ ンテ ィ

カ ウ ン シル,△ ム デ ィス トリ ク トカ ウ ンシ ル,口 ロ パ リ ッ シュ カ ウ ン シル

で あ る。 特 に,パ リ ッ シ ュの 場 合,「 区 域 」 と して の パ リ ッ シ ュは 存 在 す

るが,「 地 方ri治 体 」 と して の パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ルが 存 在 しな い 場 合 が

あ る の で,注 意 を 要 す る。

1972年 法 は,1974年4月1日 の 前 日に 存 在 した パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル

を,一 一部 の 例 外 を 除 き,パ リ ッシ ュカ ウ ン シル と して 存続 させ た。 さ らに,

1974年4111日 づ け で1目バ ラ,旧 デ ィ ス トリ ク ト等 が パ リ ッ シ ュ に 改 変

さ れ た場 合,バ ラカ ウ ン シル,デ ィス トリク トカ ウ ン シル 等 が パ リ ッシ ュ

カ ウ ン シル とさ れ,新 設 され た パ リ ッシ ュに は パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル も新

"15一で,廃 止 され た 町 の 後 継 団 体 で あ る)は5%に 過 ぎ な い が,そ の 多 くは そ れ以

外 の バ リ ッ シ ュ よ り規 模 が 大 き く,タ ウ ンカ ウ ン シル の90%は 地1)く住 民2500人

以 ヒで あ る。 同 規 模 の パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル は,バ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ルの10%

に過 ぎ な い。

1211LoyalGovernmentAct2000(以 ド,L.G.A.2000と 省1略)に よ り,カ ウ ンテ ィー

カ ウ ン シル,デ ィ ス トリ ク トカ ウ ン シ ルは,公 選 の 市長 が政 策 執行 の 中心 的 役害lj

を担 う制 度 の 採 川 も可能 に な っ た。 この 場 合,「 市 長,議 長,カ ウ ン シ ル議 員 」

が カ ウ ン シル を 構 成 す る(L.G.A.1972,s.2(2A))も の の,「 カ ウ ン シル が法 人

格 を イ∫し,諸 権 限 を 行 使 す る」 とい う点 で は,地 方 白治 制 度 の制 度 的枠 糸nみ は 変

更 され て い な い、,
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設 され た馳 。

地 方 自治 制 度 に お け る パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル の位 置 づ け

1972年 法 は,カ ウ ンテ ィカ ウ ン シル,デ ィス トリ ク トカ ウ ン シル ,パ

リ ッ シ ュ カ ウ ン シル を い ず れ も,地 方rl治 体(Localauthority)'2;ilと 位

置 づ け て い る。 カ ウ ン シル が 公 選 の 議 員 か ら な る こ と,法 人 格 を 有 す る

(固 有 の 財 産 を 有 し,権 利 義 務 のi三体 と な り う る)こ と,法 律 に よ りカ ウ

ン シル にr-Jえ られ た 権 限 を 自 ら行 使 す る(委 員 会 を設 置 して それ に権 限 行

使 を 委 任 す る こ と もで き る)こ と,徴 税 権 を 有す る ・,iことな ど,共 通 の 点

は 多 い。

他 方,イ ン グ ラ ン ドの 地 方r1治 制 度 に お け る,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル の

位 置 づ け や 役 割 は,カ ウ ンテ ィカ ウ ン シル や デ ィス トリク トカ ウ ン シル と

は 異 な る こ と も事実 で あ る。 イ ン グ ラ ン ドの す べ て の 地 域 は,カ ウ ンテ ィ

カ ウ ン シル と デ ィ ス ト リク トカ ウ ン シル の 亜層 的 管 轄 ド,あ る い は,両 者

の権 限 を行 使 で き るユ ニ タ リー カ ウ ン シル(unitarycouncil)の 管 轄F

に あ る。 さ らに,1972年 法 は,カ ウ ンテ ィ カ ウ ン シル,デ ィ ス トリ ク ト

カ ウ ン シル をi三要 カ ウ ン シル(principalcouncil)と 位 置 づ け125,カ ウ ン

シ ルの 設 置や 構 成 等 の規 定 を 両 者 共通 の もの と して 規定 して い る蜘 。 こ の

122)L.G.A.197?,s.9(1)&(4).

123)L.G.A.1972,s.270

124)た だ し,バ リ ッシ ュ は 自 ら徴 税 を 行 うの で は な く,地 方 税 の 徴 収 にあ た る デ ィ

ス ト リ ク トカ ウ ン シル,ユ ニ タ リー カ ウ ン シル に,地 方 税 徴 収 令Fl(precept)

を 発 し,徴 収 を 委託 す る とい う 方式 が と られ る。

125)L.G.A.1972,s.270.な お,ユ ニ タ リー カ ウ ン シル は,法 的 に は,カ ウ ンテ ィ

カ ウ ンシ ル の権 能 を 併 せ 持 った デ ィス ト リク トカ ウ ンシ ル,あ る い は,デ ィ ス ト

リ ク トカ ウ ン シル の 権 能 を 併 せ 持 った カ ウ ン テ ィカ ウ ン シ ルで あ るか ら,}三 要 カ

ウ ン シ ル に該 当す る。

(26)L.G.A.1972,ss.2-8.な お,1972年 法 に お け る パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル の設 置 や
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地域 自治体 と してのパ リッシュカ ウンシル

意 味 で,こ れ らの カ ウ ン シ ル は,わ が 国 の 「普通 地 方公 共 団体 」 に 該,.す

る 一般 的 普遍 的 な地 方 自治 制 度 で あ る と いえ る。

これ に 対 し,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル は一 般 的 普遍 的 な地1Jf'1治 制 度 で は

な い。 す な わ ち,イ ン グ ラ ン ドの す べ て の 地 域 が,い ず れ か の パ リ ッ シュ

カ ウ ン シル の 管 轄 ドに あ るわ けで は な い。 パ リ ッシ ュ ・パ リ ッ シュ カ ウ ン

シル の 制 度 が な い 大 ロ ン ドン(GreaterLondon)地 域 を 別 に して も,パ

リ ッ シ ュが 設 置 さ れ て い な い,非 パ リ ッ シ ュ区 域(nonparochialplace)

は,人 都 市 圏 を 中心 に い くら も存 在 す る廓 。

さ らに,区 域 と して の パ リ ッシ ュが 存 在 す る場 合 で も,そ こ に,白 治 体

と して の パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル が 設 置 され て い る と は限 らな い。1972年

法 以 前か ら,人 口 の 少 な い パ リ ッシ ュ に は,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シルが 設 置

され て いな か った 。1972年 法 も,こ れ を 踏 襲 し,人 口200人 未満 のパ リ ッ

シ ュで は,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル を 設 置す る必 要 は な い軸 もの と して い る。

先 に述 べ た よ うに イ ン グラ ン ドに は10200の パ リ ッシ ュが 存 在 す るが,パ

リ ッシ ュ カ ウ ン シル が 設 置 され て い る の は,そ の う ち,8700に 過 ぎ な い,,0

さ らに,パ リ ッシ ュカ ウ ンシル が設 置 され て い る場 合 で も,1つ の バ リ ッ

シ ュに1つ の カ ウ ンシル が 設 置 され て い る と は限 らな い。 規 模 が 小 さ くて,

単 独 で パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル を 設 置 で き な い 場 合,2つ 以 ヒの パ リッ シ ュ

が 連 合 して,共 同パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル を設 置 す る こ とが で き る 脚 か ら

構 成 等 に 関 す る規 定(L.G.A.1972,s.9-)は,-i三 要 カ ウ ン シ ル と 別 、γて で あ り,

規定 に もい くつ か の 相 違 が 見 られ る。

@の イ ン グ ラ ン ドのパ リ ッ シ ュに 相 当す る ウ ェー ル ズの コ ミュニ テ ィー は ウ エ ー ル

ズ全1:に あ まね く設 置 され て い る。

(281LocalGovernmentandRatingAct1997,(以 ド,L.G.x.a.1997と 省 略)s.16

(29)ARNOLD-BAKCR,supranote16,at23

130)共 同 パ リ ッ シュ カ ウ ンシ ル設i/の 手続 は以 ドの通 りで あ る。 パ リ ッシ ュ総 会 は,

デ ィ ス ト リク トカ ウ ン シ ル に,当 該 パ リ ッ シュ を近 接 す る パ リ ッ シ ュ と連 合 し,
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で あ る。 た だ し,単 独 の パ リッ シ ュに 設 置 さ れ る 単独 パ リ ッ シュ カ ウ ンシ

ル(separateparishcouncil)の 方が,ず っ と数 多 く存 在 し,ijS独 パ リ ッ

シ ュ カ ウ ン シ ル と 共1司パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シル の 比 率 は50対1ほ どで あ

る州1。

パ リ ッ シュ が 存在 しな い 区域 や,パ リ ッ シュ は存 在 して もパ リ ッシ ュ カ

ウ ンシ ルが 存 在 しな い 区域 が あ る以 ヒ,住 民 生 活 に と って 欠 くこ との で き

な い 事務 を,パ リ ッ シュ カ ウ ン シル のみ に 委ね る こ と はで きな い。 そ の た

ぬ パ リッ シュ カ ウ ン シル の権 限(こ れ につ いて の 詳 細 は 後述)の 大 半 が,

随 意 的 権 限 で あ ってr,;g,,デ ィス トリク トカ ウ ン シ ル も行 使 す る こ との で き

共 同 パ リ ッシ ュ カ ウ ンシ ル を設 置す る 旨 の,又 は,既 存 の連 合 に 加 人 す る 旨 の 申

請 を す る こ とが で き る。 い ず れ の 場 合 も連 合 を構 成す る他 の パ リ ッ シュ総 会 の 同

意 が必 要 で あ る。 連 合 はデ ィ ス トリ ク トカ ウ ンシ ル等 の 命 令 に よ り設 、ヱさ れ,命

令 に は連 合 の 名 称,カ ウ ン シ ル議 員の 選 出 方法,各 カ ウ ンシ ル の権 利 を守 る た め

の 事 前 受 益 者,文 書保 管 者 の 任 命 等 につ いて 規 定 しな けれ ば な らず,さ らに,共

同 カ ウ ン シル が そ の 行 為 を な す 前 にパ リ ッシ ュ総 会 の 同意 を 要す る 「拝項 につ い て

規定 す る こ とが で き る。 デ ィス トリ ク トカ ウ ン シル 又 は ユニ タ リー カ ウ ン シル は,

共 同 カ ウ ン シル 又 は連 合 を 構 成 す るバ リ ッシ ュ総 会 か らの 申請 に よ り,連 合 を解

消 す る こ とが で き る(L.G.A.1972,S.11)。 パ リ ッシ ュ総 会 は,連 合 を 構 成 す る

パ リ ッ シュ が そ れ ぞ れ 開 催 し,各 パ リッ シ ュは ,共 同 カ ウ ン シ ル に別 々 に代 表 を

選 出す る。

(allAIZNC)1,D-BAKER,supranote16,at23 .

㈱ 例 外 的 な義 務 的 権 限 と して は,個 人 向 け 菜園(allotmentgarden)の 提 供 が あ

る。 バ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル等 は農 地(allotment)を 提 供 す る権 限 を 有 し(Small

HoldingandAllotmentAct1908,s.23(1)),パ リ ッ シ ュ に 居 住 す る6名 の 地

方選 挙 有権 者等 か らの 要求 が あ れ ば,バ リ ッ シ ュカ ウ ン シ ルは 農 地 を 提 供 しな け

れ ば な らな い(SmallHoldingandAllotmentArt1908,s.23)。 な お,こ の 条

項 に 基 づ き,パ リ ッシ ュ カ ウ ンシ ル等 が 提 供 す る義 務が あ る の は,個 人 向 け 菜園

に 限 られ る こ と と され て い る(AllotmentAct1950,s.9)。 個 人 向 け 菜園 と は,

40ポ ー ル(1/4エ ー カ ー,約1000㎡ に 相'屋1)未 満 で,專 ら又 はLと して ,lii有

者 に よ っ て,自 ら又 は家 族 が 消 費す る野 菜 や 果実 を収 穫 す るた め に,耕 作 され る
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地 域 自治 体 と して の パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル

る権 限 で あCia。

以Lの よ うな性 格 に 鑑 み る と,主 要 カ ウ ンシル が,わ が 国 の 「普通 地 方

公 共 団体 」 で あ た る もの で あ る とす れ ば,パ リ ッ シュ カ ウ ン シル は,わ が

国 の 「特 別地 方 公 共 団 体 」 に あ た る もの で あ る と い う こ とが で き よ う。

パ リ ッシ ュ ・パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル の 新 設

パ リ ッ シュ の 置 か れ て い な い 地 域 が あ る とい う こ とは ,こ れ らの 地 域 に

パ リ ッシ ュ が 新 た に 設 立 され る とい う こ とが あ り う る。 また ,パ リ ッシ ュ

は必 らず 設 置 しな け れ ば な らな い もの で は な い以t,既 存 の パ リ ッシ ュが

廃 止 され る と い うこ と もあ り うる 嚇。

さ らに,パ リッ シュは 存在 す るが,カ ウ ンシル が設 置 され て いな い パ リ ッ

シ ュ に,カ ウ ンシ ルが 設 置 さ れ る こ と も,パ リッ シ ュは 残 存 させ つ つ,パ

リッ シ ュ カ ウ ン シル の み を廃iLす る と い うこ と も考 え られ る。

1972年 法 は,デ ィ ス ト リク トカ ウ ン シ ル に,パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル が

設 置 され て い な いパ リ ッシ ュ にパ リ ッ シュ カ ウ ン シル を設 置 す る権 限 を 与

え,

①200人 以Lの 地 方選 挙 有 権 者 が 居 住 す る パ リ ッ シ ュに つ いて は,単

もの を い う(AllotmentActI922,s.22(1))Q

㈹ 例 外 と して,前 記 注 ㈱ の 農 地 の 提 供 が あ る。 パ リ ッ シ ュの 区域 に お け る農 地 の

提 供 は,パ リ ッ シュ カ ウ ン シル 等 の み の 権 限 と され て お り,デ ィ ス ト リク トカ ウ

ンシ ル は,こ の 権 限 を 行 使 す る こ とが で き な い こ と と され て い る(L.G.A.1972,

Sch.29,para9(1))

㈹ パ リ ッ シ ュの 設 立 と して,(i)パ リ ッ シ ュの 置 か れ て い な い 区 域 に パ リ ッ シ ュ

を新 設 す る場 合 と,(ii)r_記 の 区域 と既 存 の パ リ ッシ ュ の 全 部 ま た は 一 部 の 合 同

に よ る場 合 が,パ リ ッ シ ュの 廃il:と して は,他 の パ リ ッ シュ に編 入 され る場 合 と

編 入 され な い 場 合 が 考 え られ る。LocalGovernmentActl992(以 ド,L.G.A.

1992と 省 略),s.14(3)(f)&(g)を 参照 。
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独 パ リ ッ シュ カ ウ ン シル を必 ず 設 置 しな け れ ば な らな い,

② 地 ノ∫選 挙 有 権 者 数150人 以 ヒ,200人 未 満 の パ リ ッシ ュ につ い て は,

パ リ ッ シ ュ総 会(こ の 機 関 に つ い て は後 述)の 決 議 が あれ ば
,単 独 パ

リ ッシ ュ カ ウ ン シル を設 置 しな けれ ば な らな い,

③ 地 方選 挙 有 権 者数150人 未満 のパ リ ッ シュ につ いて は,パ リ ッシ ュ

総 会 の 決 議 が あれ ば,単 独 パ リ ッシ ュ カ ウ ンシル を 設 置 す る こ とが で

き る,

と定 め て い た 嚇。

ま た,地 方 選 挙 有 権 者 数150人 未 満 の パ リ ッシ ュに つ き,パ リッ シ ュ総

会 は デ ィ ス トリク トカ ウ ン シル に,パ リッ シ ュ カ ウ ン シル の廃il:を 提 案 す

る こ とが で き る。 これ に 基 づ き,デ ィス トリ ク トカ ウ ン シル は パ リ ッ シ ュ

カ ウ ン シル を廃if:す る こ とが で き る:t〔'と規定 して い る。

さ らに,1997年 地 方rl治 地 方税 法(LocalGovernmentandRatingAct

1997,以 ド,1997年 法 と省 略)は,パ リ ッシ ュ 区域 や バ リ ッ シ ュ カ ウ ン

シル構 成 に関 す る 見 直 しにつ い て の 規定 を設 け る と 共 に,区 域 住 民 の 申請

に基 づ き,パ リ ッ シュ,パ リ ッ シュ カ ウ ン シルの 新 設 を決 定 す る と い う制

度 を 導 入 した。

1997年 法 に よ れ ば,パ リ ッ シュ等 の 見II葦〔しに つ い て,一 一次 的 な 責 任 を

有 す るの は,デ ィ ス トリ ク トカ ウ ン シル又 はユ ニ タ リカ ウ ンテ ィー カ ウ ン

シル で あ る。 見直 しは,デ ィス トリ ク トカ ウ ンシル 等 の 管 轄 区 域 の1:部,

又 は 一 部 を 対 象 に,定 期 的 に行 わ れ,新 設,変 吏,廃 止を 含 む パ リ ッシ ュ

の 再編 案 等 を 勧 告 す る。 国 務 大 臣 は勧 告 を(場 合 に よ って は 修[]の ヒ)承

認 若 し く は拒 否 し,又 は,選 挙 委 員 会(ElectoralCommission)に 付 託

1351L.C7,(y.1972,s.9(2)(3).現 在,こ の 条 項 は 廃ILさ れ た が,同 趣 旨 の 規 定 が,

L.G.R.A.1997,s.16にir,':か れ て い る 、、

1361L.G.A.1972,s.10.
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す る。 委 員 会 は 簡 単な 審 査 を 行 い,そ の 結 果 を 大 臣 に勧 告す る。 人 臣 は委

員 会 の 勧 告 を 承 認,修 正,拒 否 す る こ とが で き る。 パ リ ッシ ュの 区 域 変 更

が 行 わ れ る場 合,命 令 に よ り実 施 され る:Sii。さ らに,国 務 大 臣 は,デ ィス

トリ ク トカ ウ ン シル 等 に 見 直 しを 命 ず る権 限 を 有 す る。

この よ うに,基 礎 的 白治体 べ 一 スで行 われ る見直 しとは別 に,パ リッシ ュ ・

パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル が 設 置 され て い な い 地 区 の 住 民 は,当 該 地 区 の 地 方

公 共 団 体 の地 方選 挙 有 権 者250人 又 は 同地1)くの 地 方 選 挙 有 権 者 の10%の

い ず れ か 多 い 数 の 署 名 を 付 して,デ ィ ス トリク トカ ウ ン シル 等 に対 し,パ

リ ッ シュ ・パ リッ シ ュカ ウ ン シル 設 澱 巾 請 を 提 出 す る こ とが で き る。 申 請

を受 領 した デ ィ ス ト リク トカ ウ ン シル 等 は,こ れ をli三1務大 臣 に 送 付 す る。

この 際,同 カ ウ ン シルは意 見を 付 す る こ とが で き るが,バ リッシ ュ ・パ リ ッ

シュ カ ウ ン シル 設 置 の 可否 は,ilξ1務大 臣 が 決 定 す る ～㌔

あ る 文献 に よ れ ば,2002年 末 まで に,107の 新 しい パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ

ル が,そ の い くつ か は 都 市 部 に お い て 創 設 され た。 そ の 中 に は デ ィス トリ

ク トカ ウ ンシル 等 がis導 した もの もあ った が,住 民 の 巾請 に よ る もの もあ っ

た と い う"80

-・例 と して
,BlakelawandNorthFenhamパ リ ッ シュ カ ウ ン シルlmの

設 置経 緯 に つ いて 簡 単に 紹 介 して お こ う。BlakelawandNorthFenham

バ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル の 設 置 を求 め る運 動 が 開 始 さ れ た の は,1998年 で

あ った。 そ の後,運 動 促進 の た め,一 般 参 加 の 集会 を何 度 か 開 催 した ヒで,

1371L.G.R.A.1991,ss.9,10,13&14.

(38)L.G.R.A.1997,ss.11,12&14.

(39}MARKBEVAN,NEWpAR[SIIANDTOWNC(,UNCILSINURBANAREAS5

(`LOO3

(10)BlakelawandNorthFenhamは,NewcastleuponTyne市 の 中 心 部 か ら2.5

マ イ ル 北 東 に あ り,人 口6000人,-1三 に 公 共 住 宅 か ら な る 地 区 で,さ ま ざ ま な 社

会 運 動 が 盛 ん で あ っ たid.at7,
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地 区 住 民 を 対 象 に した ア ンケ ー トを実 施 し,107のllil答 中,88パ ー セ ン ト

が 設ltに 賛成 とい う結 果 が 出 た 。1999年10月 の集 会 の 後,申 請 の た め の

準 備 が 開 始 され,2ヶ 月 で602のll芋 名 が 集 ま り,2000年1月 に パ リ ッ シュ

カ ウ ン シ ル設 置 申 請 が な され た。BlakelawandNorthFenham地 区 を

包 含 す るNewcastleシ テ ィカ ウ ン シル は 地 区 住 民 に パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ

ルの 目的,パ リ ッ シュ カ ウ ン シル に伴 う税 負担 につ い て の説 明 書 を送 付 し

た。 その 中 で,シ テ ィカ ウ ン シルは地 区住 民 の 費川 負 担 な どを理 山 にパ リッ

シ ュ カ ウ ンシ ル設 置 に反 対 の態 度 を取 り,市 に よ る 共 同体 参加 手法 の 方 が

よ りよい もの で あ る と1三張 した。 に も関 わ らず,2001年4月1日 に パ リ ッ

シ ュ カ ウ ン シル 設lllが 決 定 され,5月 の 議 員 」 を 経 て,6月 に カ ウ ン シ

ルが 発 足 した,n。

3パ リ ッ シ ュ ・パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル の 組 織

カ ウ ン シ ルの 構 成 員

先 に述 べ た よ う に,パ リ ッ シュ カ ウ ン シル は,議 長 と カ ウ ン シル議 員 か

らな る。

パ リッシ ュカ ウ ンシル議 員 は,イ ∫権 者 の選 挙 によ り選 出 され る。 パ リッシュ

議 員 の 任 期 は4年 で あ り,4年 ご とに 全 員 が 改 選 され る1"。 通 常 選 挙 は,

国 務 大 臣 が 命 令 よ り別 様 に定 め な い限 り,5月 の 第 一・木 曜llに 行 わ れ る'13。

パ リ ッ シュ カ ウ ン シル 議 員 の定 員 や選 挙 に 関 す る 事項 は,デ ィ ス ト リク

(4111d.at13-14.

q勿LG.A.1972,s.16(3).

1431RepresentationofChePPOpleAct1983(以 ド,R.P.A.1985と 省 略),S.37.

カ ウ ン シ ルが 新 設 され た場 合,カ ウ ン シル 議 員 の 選 挙 が 無 効 と され た 場 合,カ ウ

ン シル の 議 員 が 増 員 され た 場 合 な ど に,補 欠 選 挙 が 行 わ れ る,,

一66一



地 域rl治 体 と して の パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル

トカ ウ ン シル 又 は ユ ニ タ リー カ ウ ン シル が 決定 す る ゜が,議 員 数 が5名 を

ド回 っ て は な らな い と さ れ て い る葡 。 パ リッ シ ュカ ウ ン シル の,i均 議 員 数

は9名 で あ り,タ ウ ンを 称 す る 自治 体 で は,地 区 人11が 多 い こ と もあ って,

._均議 員数 は15名 ほ どで あ る
O

パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル 議 員 と な る 資 格 を 有 す るの は,21歳 以iの 英 国

国 民(コ モ ンウ ェル ス 市民 を 含 む),ア イ ル ラ ン ド共 和 国 市民,又 は ヨー

ロ ッパ 連 合 市民 で,(a)当 該 地 方 公 共 団 体 の 地 方選 挙 有権 者,(b)12ヶ 月 に

わ た って,当 該 地 方公 共 団体 区域 内 に,所 有 者 若 し くは権 利 者 と して,L

地 家 屋 を 占有 す る者,(c)同 期 間,当 該 地 方 公 共 団 体 区 域 内 にi三要な 若 し

くは 唯 一 の 職 場 を 有 す る 者,(d)同 期 間,当 該 地 方 公 共 団 体 区域 内 に居 住

す る 者,(e}パ リ ッ シ ュか ら3マ イル の 区 域 内 に居 住 す る 者(こ の う ち,

(a)～(d)は,カ ウ ンテ ィ カ ウ ン シル や デ ィ ス トリ ク トカ ウ ン シル に共 通 す

る資 格 要 件,(e)は パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル及 び ウ ェー ル ズの コ ミュニ テ ィ

カ ウ ン シル の み の 資 格 要件 で あ る)で あ るrO

パ リッ シ ュカ ウ ン シル議 員 の選 挙 権 を 有 す るの は,パ リ ッシ ュの 地 方 選

挙 有 権 者 と して登 録 され て い る者 で あ る。 地 方 自治 体 区域 内 に居 住 す る18

歳 以Lの 英 国 国 民(コ モ ンウ ェ ル ス 市民 を 含 む),ア イ ル ラ ン ド共和 国 市

民,又 は ヨー ロ ッパ 連 合 市民 は,選 挙 人 登録 され,投 票 す る権 利 を有 す る。

選 挙 にお け る候 補 者数 が,被 選 挙 数 と同 じ場 合,全 員 が 当選 と され,候

補 者 数 が 被 選 挙 数 を 上回 った 場 合 の み,投 票 が 実 施 され る。 候 補 者数 が,

被選 挙 数 をr回 った 場 合,候 補 者 は全 員 当選 と され,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ

ル 議 会 が,補 充 任 命(co-option)に よ り不 足 数 を 補 充 す るq81。

㈹L.G.R。A.1997,s.17.

(45)L.G.A.1972,s.16(1).

1461Pearce&Ellwood,supranote20,at.38.

㈲L.G.A.1972,s.79.

(48)R.P.A.1985,S.21.な お,不 足 数 が 多 く,パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル 議 会 が 定 足 数
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カ ウ ンシ ル議 員 選 挙 の投 票率 は概 して 高 くな い。 さ らに,お お よ そ 半数

の パ リ ッ シュ カ ウ ン シル が,議 員候 補 者 が定 員 に 足 りず,任 命 に よ る 議 員

の補 充 が 行 わ れ て い る。1991年 の 調 査 に よ れ ば,1987～90年 に お い て,

候 補 者 の 数 が定 数 よ り少 な か っ た カ ウ ン シル は,全 体 の18%で あ る。 こ

れ は,1964～66年 の22%に 比 べ れ ば,減 少 傾 向 に は あ る111も の の,か な

りの割 合 で あ る。 ま た,1995～1997年 の3年 閲 に お い て,地 区 住 民20000

人以iの カ ウ ン シル で は,す べ て 競 争選 挙 が 行 わ れ て い るが,地 区 住 民

2500以 一ドの カ ウ ン シル で は1/5の カ ウ ン シル で しか 競 争 選 挙 は 行 わ れ て

い な い と い う軸 。 こ の よ うに,パ リッ シ ュカ ウ ン シル 議 員 の選 挙 が 不 調 で

あ る理 山 は,① パ リッ シ ュカ ウ ン シル の権 限 が な く,サ ー ビ ス提 供 や政 策

決 定 に 与 え る 影響 が少 な い か ら,② 政 党 シス テ ム が 浸透 して お らず,政 党

に よ る候 補 者 の擁 立が お こな わ れ な い か らで あ る とい わ れ て い る51。

な お,議 員 の 失格 等 に よ り,議 員 の 欠 員 を 生 じた場 合,そ の 旨 が 告 示 さ

れ,10名 の 選 挙 人 に よ る 要求 が あ った 場 合,補 欠選 挙 が 実 施 され る。 そ

れ以 外 の場 合 は,や は り補 充 任 命 に よ り不 足 数 が 補 充 され る521。

カ ウ ン シル 議 員 は,手 当(allowance)の 支 給 を 受 け る こ とが で き る。

手 当 は,毎 年 支給 一定 額 を 支 給 され る基 本:「当(basicallowance),カ ウ

ン シルi体 会 議,委 員 会,カ ウ ン シル に 指 定 した 機 関 の 会 議 等,地 方r1治

に達 しな い場 合,デ ィ ス トリク トカ ウ ンシル 又 は ユニ タ リー カ ウ ンシル が,パ リ ッ

シ ュ カ ウ ン シ ル 議 員 が 選 挙 さ れ,就 任 す る ま で の 間 の 臨 時 議 員 を 任 命 す る

(L.G.A.1972,s.91(1))。

(49)SIIEILAELLWOODETAL.,PARISHANDTOWNCOUNCILsINENGLAND:A

SuRVEY22-23(1992).な お,カ ウ ン シ ル の規 模 が 大 き くな る に従 って,欠 員 が

生 じる割 合 は低 ドす る傾 向 に あ るL[t.Q

(50)Pearce&Ellwood,supranote20,at.37.

(5111d.at.38.

(52)LoyalElections(Pai°fishesandCommwlities)Rule1986SI1986/2215,r8(3)
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体 の 協 会 等 に 出席 し,職 務 を遂 行 す る場 合 に 支払 わ れ る旅 費(traveling

allowance),日'11(subsistenceallowance)が あ り,そ の 額 は,一 定 の

手続 を 経 て,カ ウ ンシ ルが 決 定 す る.i3。

議 長(パ リ ッシ ュが タウ ンを称 す る場 合,タ ウ ン メイ ヤ ー)は,議 員 の

中 か ら,毎 年,パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル 年 次 全 体 会 議(annualmeeting)

の 冒 頭 で,選 出 され る朝 。 議 長 は,辞 職 等 を しな い 限 り,後 任 が 選 出 され

る まで そ の 職 に留 ま る葡 。 議 長 が,議 長 の 任 期途 中 で,議 員 再選 の 失 敗 等

で,カ ウ ン シル議 員 の地 位 を 失 って も,議 長 と して の 任 期 中 は カ ウ ン シ ル

構 成 員 の 地 位 に留 ま る:diO

パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル 議 長 は,カ ウ ン シ ル 会 議(meetingofparish

council),バ リ ッ シ ュ総 会 を招 集す る こ とが で き る1`71。ま た,カ ウ ン シ ル

議 長 又 は議 事 を主 宰 す る 者 は,採 決 の 結 果 が 可否 同 数 の 場 合,カ ウ ンシ ル

議 員 と して 投 じた一 票 の 他,決 定 票(castingvote)を 投 ず る こ とが で き

る5㌔

パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル は,議 長 に,そ の職 に伴 う 支出 を 補填 す る ため に,

153)LocalAuthorities(Mernbers'Allowances)(England)Regulations2003,SI

2003/IO21,Part5.な お,こ の 規 則 は,LocalGovemmentAct2000,s.100に

),4;つ く も の で あ り,こ の 規 則 に よ り,L.G.A.1J7?,s.173-178所 定 の1「1の1

に 関 す る 規 定 は パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル に は 適 用 さ れ な い こ と と な っ た(Local

GovernmentAct2000,s.100(4);LocalAutllor・ities(Member°a'Allowances)

(England)Regulations2003,r.39).

〔54)L.G.A.1972,s.15(1)&(2).

(55)L.G.A.1972,s.15(4).

(56)L.G.A.1972,s.15(8).

(571L.G.A.1972,Sch12para9(1)and15(1).

(謝L.G.A.1972,Sch12para39(2).な お,こ れ は パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル 議 長 に

限 られ ず,他 の カ ウ ン シ ル の 議 長 に も 認 め ら れ る 権 限 で あ る 。
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適 当 と思 わ れ る額 を 給 付 す る こ とが で き るX59。 この 手 当は,議 長 の職 務 に

伴 う もの で あ って,他 の 議 員 に 支給 され る 手 当 と性 格 が 異 な る もの と考 え

て お りlill,カ ウ ン シル 議 員 の 基 本 手 当 よ りも多 い 額 を 支給 す る こ とが で き

る もの と され て い る61F。

な お,パ リ ッシ ュカ ウ ン シル は,議 員 の 中 か ら副 議 長1名 を選 出 す る こ

とが で き る62ト。

カ ウ ン シ ル全 体 会 議 と委 員 会

カ ウ ン シル は議 員 と議 長 か らな る 合議 体 で あ る か ら,そ の構 成 員 全 員で

1:体 会 議(meetingofparishcouncil;meetingoffullcouncil;council

meetingな ど と い われ る)を 開 催 し,法 律 に よ り付 与 され て い る権 限 を 行

使 す る こ とが で き る。

パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル は,年 次 全 体 会 議(almualmeeting)を 年 に1

111iと,そ の 他 に 年 に3回 以 ヒの 全 体 会 議 を 開 くこ とが 義 務 付 け られ て い

る[hい。7:体 会 議 は,議 題 の 内容 ヒ,公 開 が 公 益 に反 す る 旨の 公 式 の 議 決 が

あ る場 合 を 除 き,公 衆 に公 開 され る{'1卜。 さ ら に,多 くの パ リ ッシ ュ カ ウ ン

シル は,公 衆 が 質 間 を し,意 見を 述 べ る こ とが で き る時 間 を 設 定 して い る

が,公 衆 の 出 席 は概 して 低 調 で あ る と い う;:』。

(591L.G.A.1」72,s.15(5).

(60)ARNOLD-BAKER,supranote16,at189を 参 照,。

IGULocalAuthorities(Member°s'Allowances)(L+'ng・land)RegulationsXOO3,r.25

(62)L.G。A.1972,s.15(6).な お,副 議 長 は,辞 職 等 を し な い 限 り,次 期 年 次 定 例 会

で 議 長 が 選 出 さ れ る ま で,そ の 職 に 留 ま る(L.C,.A.]9i2,s.15(7))。 副 議 長 が,

副 議 長 の 任 期 途 中 で,議 員 再 選 の 失 敗 等 で,カ ウ ン シ ル 議 員 の 地 位 を 失 っ て も,副

議 長 と し て の 任 期lltは カ ウ ン シ ル 構 成 員 の 地 位 に 留 ま る(L.G.A.197`?,s.15(8))。

(63)L.G.A.1972,5c・hl2para7-8

6①PuhlicBodies(AdmissiontoMeetillg)act .1JGO,5.1.

1651Pearce&Ellwood,supr-anote20,at.38.
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地 域rl治 体 と しての パ リ ッ シュ カ ウ ン シル

カ ウ ン シル は,委 員 会 を 設 置 して["°幽,自 らの 権 限 を 行 使 させ る こ とが で

き るIli71。財 政 を担 当す る委 員 会 を 除 き,委 員 会 は,カ ウ ン シ ル議 員 で はな

い 者を 委 員 とす る こ とが で き るOた だ し,i:地 の 管理,観 光振 興 等 一・定

の 権 限 の 行使 に あ た る 委員 会 に つ い て は,カ ウ ン シル議 員 で はな い 委 員 は,

採 決 に際 し,投 票権 を 有 しな い こ と と され て い る1㌔

カ ウ ンシル の 委員 会 は,わ が 国 の 国 会 や地 方 議 会 の 委 員 会 とは性 格 を 異

に す る機 関 で あ る。 議 会 委員 会 は,議 会 よ り付託 され た案 件 を審 査 す る機

関 で あ って,決 定 す る機 関 で は な い。 議 会 委 員 会 で も表決 は 行 わ れ る が,

そ の結 果 は 議 会 内 部 手続 上 の 意 味 しか 持 た な い。 最 終 的 な決 定 権 は,本 会

議 に 留 保 され て お り,本 会 議 の 議 決 が あ って 初 あ て,最 終 的 決 定(議 会 の

意 思)と な る。

こ れ に 対 して,カ ウ ン シル の 委 員 会 は,カ ウ ン シルか ら権 限 の 委任 を受

け た場 合,そ れ につ いて は,最 終 的 な決 定 を ドす こ とが で き る7"1。改 め て,

カ ウ ン シル 全体 会 議 の 承 認 を受 け る必 要 は な い 。

も ち ろん,法 律 に よ り権 限 を1一え れ て い るの は カ ウ ン シル で あ る以1二,

カ ウ ン シル は最 終 的 決 定 権 を 自 らの 手に 留 保 す る こ とは で き る。 さ ら に,

地 ノ∫税 や 金 銭 借 人す る権 限 は,法 律 に よ り委 員 会 へ の 委 任 が 禁 止 され,カ

1661LG.A.1972,S.102(1).な お,委 員 会 は,さ ら に小 委 員 会 を 設 澱 す る こ と が

で き る εゴ。

(671L.G.A.197?,s.101(1)

(6aL.G.A.1972,s.102(3).た だ し,委 員 会 の 委 員 が,委 員 任 命時 に カ ウ ン シル

議 員 で あ った 場 合 で,後 に カ ウ ン シル 議 員 の 地 位 を 失 った 場 合 は,同 時 に 委 員 会

委 員 と して の 地 位 も失 う こ と と され て い る(L.G.A.1972,s.102(5))。

169)LocalGovernmentandIlousitigAct1989,s.13andParishandCommunity

Councils(Committees)Regulation1990,SI1990/2479r°.3.

170)カ ウ ン シル は,こ の よ う な決 定 権 を 有 す る 委 員 会 以 外 に も,諮 問 的 機 能 の み を

有 す る 委 員 会 を 設 置 す る こ と もで き る(L.G.A.1972,S.102(・D)1)
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ウ ン シ ル 自 らが 決 定 しな けれ ばな らな い もの と され て い る71。 この よ うな

場 合,委 員 会 はわ が 国 の 議 会 委 員会 の よ う に カ ウ ンシル の 実 質 的 審 議 機 関

と して の 役 割 を 担 い,審 議 の 結 果を カ ウ ンシ ル全 体 会 議 に報 告 して,1:体

会 議 がil:式 の 決 定 を ドす こ と にな る。

カ ウ ンテ ィカ ウ ンシ ルや デ ィス トリク トカ ウ ンシ ルで は,権 限 の 委 任 に

よ り委 員 会 で処 理 され て い る 事務 が 多 く,全 体 会 議 は 委 員 会の 報 告 の 検 討,

承 認,差 戻 な どの 活 動 を 担 い,儀 式 的 事項 に 多 くの 時 間 が 費 や され て い る

とい わ れ て い る。

これ に 対 して,規 模 の 小 さい パ リ ッシ ュで は,1:体 会 議 を2ヶ 月 ご と,

あ る い は1ヶ 月 とい った 頻 度 で 開 催 し,事 務 処理 に あ た って い る場 合 もあ

る。 この よ うな カ ウ ン シル に お い て,設 置 され る 委 員 会 は,1:体 会議 の 閉

会 中 に,計 画 巾 請 を検 討 す る た め の 委 員 会 で あ り,カ ウ ン シル の 全議 員 に

よ り構 成 され る こ と もあ る とい う 丁㍉,

199111.の 調 査 に よれ ば,委 員 会,小 委 員 会,作 業 部 会(workingpat・-

ties)等 を 設 置 して い る パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル は,全 体 の43%で あ り,

1965年 の32%か らか な り増 加 して い る。 一・般 に 小 規 模 な パ リ ッシ ュ は 委

員 会 を 設 置 す る こ とが 少 な く,人it500人 以 ドで は20%,501人 以 ヒ

1000人 以 ドで は35%の カ ウ ン シル が 委 員 会 を 設 置 して い る に過 ぎな か っ

た。 これ に 対 して,5001人 以iの パ リ ッ シ ュで は,96%以 ヒの カ ウ ン シ

ルが 委 員 会 を設 置 して い る。 設 置 され て い る 委 員 会 の 種 別 と して は,計Illll

委 員 会(69%)が 最 も多 く,一 ・般 管 理 委 員 会(31%)が これ に続 き,レ ク

リエ ー シ ョ ン委 員 会 も設 置 さ れ る 例 が 多 い と い うTl。

(7ULG.A.1972,s.101(6).

(72)MiKETRICKERETAL.,ROLES&ACTIVITIEs(りFPAR[SIL、NDTOWN

COUNC【LsINENGLANI):CAsESTUDIEs27(1993).

(73)ELLWOODETAL.,sub≫ ・αnote49,att59-60,
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地 域 自治 体 と して の バ リ ッ シュ カ ウ ン シル

カ ウ ン シル 職 員

カ ウ ン シル は,そ の 権 限 を 遂 行 す る ヒで,必 要で あ る と思 慮 す る職 員 を

任 命 す る こ とが で き る ㌔ 職 員 の 任 期 や(賃 金を 含む)労 働 条 件 は,合 理

的 な 範 囲 で,カ ウ ン シル が 定 め る 篇。 カ ウ ン シ ルが パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル

は,カ ウ ン シル 議 員 を 職 員 に 任 命 す る こ と もで き るが,こ の 場 合 は 無 給 で

な け れ ば な らな い 軸 。

1991年 の 調 査 に よ れ ば,週35時 間以 ヒの フ ル タイ ム で,職 員 を 雇 川 し

て い る の は,カ ウ ン シ ルの わ ず か に7%に 過 ぎな い。 週15～34時 間 の パ ー

トタイ ムで,職 員 を 雇 用 して い るカ ウ ンシル が16%,週15時 間 未満 のパ ー

トタ イ ム の職 員 を 雇 川 して い る の が83%で 丁丁,バ リ ッ シ ュカ ウ ン シル の

多 くは,パ ー トタ イム の職 員 に よ って 支 え られ て い る とriっ て い い。

カ ウ ンテ ィカ ウ ン シル ・デ ィス ト リク トカ ウ ン シル で は,事 砺 組織 の 長

(職 員 の トップ)亭1`務 総 長(ChiefExecutive)と1呼 ば れ て い るが,バ リ ッ

シ ュ カ ウ ン シ ル で は 規 模 が 小 さ い こ と もあ っ て,「,藍}記 官 」(clerk)と い

う職 名が 川 い られ る の がFtで あ る。,1享記官 は 法 律 に よ り任 命 す る こ とを

義 務 付 け られ て い る職 員 で は な い。 た だ し,1972年 法 が 任 命 す べ き もの

と定 め て い る財 務 担 当職 員7峠や,カ ウ ン シル1体 会議 召 集状 に 署 名す る職

員7`,は,{Y?IIlilL官が 努 め る のが 通 例 で あ る。Il}記 官 の 多 くが パ ー トタイ ム で

あ りな が ら,パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シル の 運 営 に 果 た す 役 割 は きわ め て 大 き

㈹LG.A.1972,S.112(1)、 た だ し,有 給 の 職 員 は 能 力 に 基 づ き 任 命 し な け れ ば

な ら な い(L.G.EI.A.1989,s.7)。

冊L,G,A,197?,s。112(2).

(76}L.G.A.1972,s.112(5).

1771ELLWOoDF.T:¥1..,supranote49,at63."i然 の こ と な が ら,ハ リ ッ シ ュ の 規

模 が 大 き くな る に つ れ て,フ ル タ イ ム 雇 川 が 多 く な っ て い るid,at6〆L,

(7鋤L.G.A.1972,s.ll.

(791L.G.A.197'?,Soh1?Para11(2)(b).
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いS㌔ 近 年,そ の地 位 の 向 ヒと待遇 改.Y,を 図 る動 きが み られ る とい う唖。

パ リ ッ シ ュ総 会

パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル の 有 無 に か か わ らず,す べ て の パ リッ シ ュに は,

パ リ ッ シ ュ総 会 が 置 か れ82 ,パ リッ シ ュに 居 住 す る地 方選 挙 有 権 者 が そ の

構 成 員 と な る榊 。 パ リ ッ シ ュ総 会 は,1ド 独 パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル が 設 置 さ

れ て い る場 合 に は カ ウ ン シ ル議 長(議 長 が 欠 席 して い る場 合 は カ ウ ン シル

副 議 長)が,単 独 カ ウ ンシ ルが 設 置 され て い な い 場 合 に は,1年 の 任 期 で

選 出 され るパ リ ッ シュ総 会 議 長 がj三宰 す る唖 。

パ リ ッ シ ュ総 会 は,毎 年1度,3月1日 か ら6月1flの 期 間 に,開 催 し

な けれ ば な らな い。 パ リ ッ シュ に個 別 カ ウ ン シルが 設 置 され て いな い場 合

は,さ らに も う一一度(毎 年:度)開 催 しな けれ ば な らな い。 な お,総 会 は

i一後6時 以 前 に 開 始 して は な らな い851
。(a)パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル議 長,

(b)2名 の パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シル 議 員,(clパ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル が 設 置 さ

れ て い な い 場 合,パ リ ッシ ュ総 会 議 長 若 し くは 当該 パ リ ッシ ュを 代 表 す る

デ ィス ト リク トカ ウ ン シ ル議 員,(d)パ リ ッ シ ュ に居 住 す る6名 の地 ノ∫選

挙 有 権 者 は,パ リ ッシ ュ総 会 を 招 集 す る こ とが で き る'8`;。

(80)TRICKERETAL.,sul)ranote72,at29-30

18UPAuLCLAYDEN,TtlGPARIsllCouNclLLoR巳sGull)E49(18thed.2002)

1821L.G.A.1972,s.9(1).

(83)L.G.A.1972,s.13(1).な お,パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル が 設 置 さ れ て い るFI3_/S,Jfir

カ ウ ン シ ル 議 長 は,当 該 バ リ ッ シ ュ に 居 住 し て い な く て も,パ リ ッ シ ュ総 会 に 出

席 す る 権 利 を 有 す る(L.G.:.1972,Schl2para16)。

(&1)L.G,A.1972,Sch12paral7.な お,パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル 議 長 及 び 副 議 長,

又 は バ リ ッ シ ュ 総 会 議 長 が 欠 席 し て い る 場 合,カ ウ ン シ ル 総 会 は 仮 議 長(the

persontotakethechair)を 選 出 す る 。

(&ilL.G.A.1972,Sch12para14.

(86[LG.A.1972,Schl2Para15.
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地 域 自治 体 と しての パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル

パ リ ッ シ ュ総 会 は,パ リッ シ ュに 関 す る 事項 に つ き審 議 し,法 令 に よ っ

て 与 え られ た権 限 を行 使 す る もの と され て い る1871。総 会 の決 議 は,出 席 し,

投 票 す る もの の過,,数 に よ って決 せ られ,投 票結 果 につ い て は,総 会 を主

宰 す る者 が最 終 的 に決 定 す る。 た だ し,投 票(pol1)が 求 あ られ た場 合 は

この 限 りで は な い噛 。 投 票 の 要求 は 当該 議 題 が審 議 され た総 会 の終rま で

に行 わ な け れ ば な らな い。 総 会 を 主宰 す る者 が 要求 に 同意 す る場 合,又 は,

10名 若 し くは地 方 選 挙 有 権 者 の1/3の い ず れ か 少 な い 方の 要求 が あ っ た

場 合,投 票 が行 わ れ るrｵ{)。投 票 は国 務 大 臣の 定 め て規 則 に従 い,パ リッ シュ

カ ウ ン シル 議 員 の 選 挙 に準 じて 行 わ れ るi!111。

パ リ ッシ ュ総 会 は,パ リ ッ シュ カ ウ ン シルの1一級 機 関 で はな い。 パ リ ッ

シ ュに お け る地 方 自治 の}三体 は,あ くまで 地 方 自治 体 と して の パ リ ッ シュ

カ ウ ン シル で あ る。 法 律 が さ ま ざ まな 権 限 をr_・1一え て い るの も,地 区 と して

の パ リッ シ ュや,機 関 と して の パ リ ッシ ュ総 会 に 対 して で は な く,地 方 白

治 体 と して の パ リッ シ ュカ ウ ン シル に 対 して で あ る91「。 した が って,ご く

例 外 的 な場 合 を 除 き,パ リ ッシ ュ総 会 の 決 議 は パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル を 拘

束 しな い軸 。

(871L.G.A.1972,s.9(1).

(88)L.G.A.1972,Sch12Para18(2).

(891L.G.A.1972,Sch12Para18(3).

(901L.G.A.1972,Sch12paral8(4).な お,投 票期 日は,選 挙 管 理 官 の 定 め る と

ころ に よ るが,投 票の 要求 が あ った[iか ら,通 常 で14日,特 別 の 場 合 は25日 を

経 な けれ ば な らな い こ と と さ れて い る。

19DL.G.A.1972,s.14(1).

(働 例 外 的 にパ リ ッシ ュ カ ウ ン シル を拘 束 す る場 合 と して,市 民 農 園 に関 す る 事項

が あ る。 カ ウ ン シル に農 園 の提 供 を す るよ うに求 め るべ き総 会決 議 が あ った場 合,

農 園 に対 す る 要求 が あ っ た こ とに な る た め,法 律 に よ り,カ ウ ン シ ル は農 園 を提

供 す る義 務 が あ る(SmallIIoldingandAllotmentsActl908,s.23(2).な お,

この 条 項 は,バ リ ッ シュ に居 住 す る6名 の地 方選 挙 有権 者等 か らの 要 求 が あ れ ば,
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さ らに,地 方 自治 体 と して の 権 限 をffえ られ て い るの が,パ リ ッシ ュ カ

ウ ン シル で あ る以f:,カ ウ ン シル を 有 さな い パ リ ッシ ュで は,そ れ らの 権

限 を,パ リ ッシ ュ総 会 が 当然 に 行 使 で き るわ けで は な い 。 パ リ ッシ ュ カ ウ

ン シル が 設 置 され て い な い と きに は バ リ ッシ ュ カ ウ ン シル の 権 限 を パ リ ッ

シュ総 会 が 行 使 で き る 旨を,法 律 が特 に 定 め て い る場 合 の み,パ リ ッシ ュ

総 会 は,i,1該権 限 を 行 使 す る こ とが で き る 軸。 さ らに,デ ィス ト リク トカ ウ

ン シル は,単 独 カ ウ ン シル の 設 置 さ れ て い な い パ リッ シ ュの総 会 のlil請 に

基 づ き,パ リ ッ シュ総 会 に,パ リ ッ シュ カ ウ ン シル の 権 限 を 付 与す る こ と

が で き る1田こ と と され て い る。

また,パ リ ッ シ ュ総 会 は地 ノ∫白治 体(localauthority)で もな い しi45,

法 人 格 も有 さな い。 した が って,単 独 カ ウ ンシ ル を 有 しな い パ リ ッシ ュ に

か か る財 産 を,パ リ ッシ ュや パ リ ッシ ュ総 会 が 所 存す る と い う こ と もで き

な い。 そ の た め,単 独 カ ウ ン シル を 有 しな い バ リ ッシ ュ に は,パ リ ッシ ュ

バ リ ッ シ ュ カ ウ ン シル は 農 地 を 提 供 しな けれ ば な らな い と定 め て い る)
。 ま た,

信 託 証 井 に よ り,バ リッ シ ュ総 会 の 決 議 が,受 託 者 と して の カ ウ ン シル を 拘 束 し

た り,総 会 のlld意 を 要 す る もの と さ れ る場 合 も あ る(ARM)LD-BAKER ,.supra

IIOtE'16,at98)o

(93)パ リ ッ シュ カ ウ ン シル が 設 置 され て いな い場 合,バ リ ッ シュ総 会 が ハ リ ッ シュ

カ ウ ン シル にf1一え られ て 権 限 を 行 使 す る こ とが で き る と定 め られ て い る場 合 と し

て は,農 地 の 提 供(Small}loldillgsAllotmentsAct1908 ,s.61(4)),墓 地 の

提 供(LG.A.1972,s.214),信 託受 託 者 の 任 命(CharitiesAct1993,s.79(2)

and(5)),閉 鎖 され た 教 会 墓 地 の 管 理(LG.A.197?,s.215)な ど,か な り例 が

あ る。 ま た,ハ リ ッ シ ュカ ウ ン シル が 設 置 され て い な い場 合 に,ハ リ ッ シュ総 会

議 長 に 権 限 行 使 が 偲 め られ て い る 例 もあ る,例 え ば,道 路 の 閉 鎖,転 川,公 費 に

よ る維 持 管 理 の 廃 止 に つ き,治 安 判 事 裁 判 所 に拒 否 の 申 、アて を す る権 限(H .A.

1980,ss.47,116)な ど∩

(94)LG.A。1972,s.109.

1951L.G.A.1972,s.270.
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地 域 自治 体 と して のパ リ ッ シュ カ ウ ン シル

総 会 議 長 と デ ィ ス トリ ク トカ ウ ン シ ルの 担'11職i1(properofficer)か ら

な る パ リ ッ シュ 管 財 人(parishtrustee)が 設 け られ,こ れ に 法 人 格 が 与

え られ る!lli。パ リッ シ ュカ ウ ン シル と異 な り,パ リ ッシ ュ管 財 人 はパ リ ッ

シ ュ総 会 の指 示 に 従 って 活動 しな け れ ば な らな い'li。

な お,単 独 カ ウ ン シル の 設 置 され て い な い パ リ ッシ ュの 総 会 は,パ リ ッ

シ ュ在 住 の地 方選 挙 有 権 者 か らな る委 員 会 を 設itiし,そ の 権 限 行 使 を 委ね

る こ とが で き る脳 。

4パ リッシュカウンシルの権限 と機能

権限蹟越の法理

わが国の地方自治体は,一 般的権能(行 政事務一般を広 く処理する権能)

を有 している。地方自治体に権限を付与したり,事 務の処理を義務付ける

法律は多いが,地 方白治体が処理することができる事務は,法 律により個

別的に授権されているものに限られない。地方自治体は,法 律による個別

具体的授権がな くても,自 らの判断で事務事業を実施することができるし,

条例を制定すれば,私 人に義務を課 し,権 利を制限することもできる。権

利能力,行 為能力,物 権創出など,そ の性格1-,全 国一律に規制しなけれ

ばならないものは,地 方自治体の事務の範囲外であるとか,条 例は法令に

違反 してはならないといった制約はあるが,こ れ らも地/11"1治体の一般的

権能を前提 とした ヒでの制約である。

これに対して,イ ギ リスの地方自治体は,一 般的権能を有さず,法 律に

(96)L.G.A.1972,s.13(3).い く つ か の パ リ ッ シ ュ が 連 合 して 共1司 カ ウ ン シ ル を 設

置 して い る 場 合 に も,各 パ リ ッ シ ュ に パ リ ッ シ ュ 管 財 人 が 設 置 さ れ る こ と に な る 。

〔97)L.G.A.】972,s.13(4).

(98)L.G.A.1972,s.108.
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よ り個 別 具 体 的 に授 権 され た 権 限 の み を 行使 で き る もの と され て い る。 イ

ギ リスの地 方 自治 体 は,権 限 鍮 越(ultravires)の 法 理 に服 して い る の で

あ る。 コモ ン ロー に よれ ば,制 定 法 ヒの 法 人(民 間 企 業 な ど,地 方 自治体

も含 まれ る)は,法 律 に よ り明 確 に付`i一され た 権 限 に該 当す る行 為(並 び

に,当 該 権 限 に必 然 的 に包 含 され る行 為,及 び明 文 に よ る権 限 の遂 行 を 促

進 す る と考 え られ,又 は 当該 権 限 に関 連 し若 し くは付 随 す る行 為N4,Aの み

を 行 う こ とが で き る。 法 人 が,権 限 の 範 囲 外 の 行 為 を 行 った 場 合,権 限鍮

越 と して,当 該 行 為 は無 効 と な る 川。

地 方 自治 体 に対 す る権 限 鍮 越 の法 理 の 適 川 は,地 方 を カ ウ ン シ ル議 員 に

よ る暴 走 や 愚 行 か ら守 るた めの もの と され て い るが,カ ウ ン シル 議 員 の 公

選 と い う民i三的 プ ロ セ ス のみ で ト分 な安 全 装 置 た り得 る と して,こ の 法 理

を 否定 的 に捉 え る見 解 も しば しば 見 られ る州 圏。 さ ら に,権 限 鍮 越 の 法 理

は,さ ま ざ ま な場 面で,地 方 自治 体 が住 民 や社 会 のニ ー ズ に対 応 す る こ と

を妨 害 して き た と い う指 摘 もあ る1睨1。

2000年 地 方 自治 法(LocalGovernmentAct2000)は,主 要 カ ウ ン シ

ル に,管 轄 区域 の経 済,社 会,環 境 に 関す る 福祉 を増 進 す る 口的 を達 成 す

る た め に適 切 と思 わ れ るあ らゆ る行 為 を行 う権 限 を 付 与 した 醐1。 これ に

(99)こ の よ うな 付 随 的 行 為 に つ い て は,コ モ ンロー に お いて も認 め られ て き た も の

で あ る が,地 方 自治体 に 関 して はL.G.A.1972,s.ll1で 明 文 化 され た。

UoW地 方 自治 体 の 権 限 鍮 越 該 当行 為 に起 因 す る 支 出 につ い て は,地 方会 計検 査 委 員

会(AuditCommission)か ら 派 遣 さ れ る 検 査 官 に よ る 是 正 措 置(Audit

CommissionActl998,s.17(1)andss。19A-19C)が 川 意 され て い る、,

GoU例 え ば,SheliaEllwoodetal.,7)α`・ θr`otheParish-A(Mls8ρ(1)Oppor-

tunity;26LocalGovernmentStudies7,8(2000)

"02パ リ ッ シュ カ ウ ン シル に 対 す る権 限鍮 越 法 理 の適 用 例 につ い て は,K.P.Poole

&Keith-LueasBryan前 掲 書注(9),53～54頁 を 参 照 。

鵬LG.A.2000,s.2
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地域 自治体 としてのパ リッシュカ ウンシル

よ り権 限 鍮 越 の 法 理 が 撤 廃 さ れ た わ け で は な い が,カ ウ ン シル は この 規 定

に基 づ き,か な り広 範 な 行為 を行 う こ とが で き るよ うに な り,そ の 行 為 が

権 限 鍮 越 と判 断 され る 可能 性 は か な り小 さ くな った。

しか し,こ の よ うな一 般 的権 限 は,パ リッ シ ュ カ ウ ン シル に は認 め られ

て い な いq°い。 パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル が 有 す る権 限 の 中で,一 般 的権 限 に

最 も近 い もの は,1972年 法137条 に 基 づ く,い わ ゆ る 「自由 財 源 」(Free

Resource)で あ るlll[51。パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シル は,毎 年 度 決 あ られ た 限 度

額 を,パ リ ッ シ ュの 全 部 若 し くは一 部 又 は その 住 民 の 全 部 又 は一 部 の た め

とな り,か つ そ れ らに 直 接 の 利 益 を もた らす と思 慮 す る支 出 に あ て る こ と

が で き る。 た だ し,他 の 法 令 に定 め られ た権 限 に基 づ い て 支 出 で き る 目的

に 用 い る こ とは,当 該 支 出が 無 条 件 で 可能 で あ る場 合 と一 定 の 条件 を満 た

せ ば 可能 で あ る場 合 を 問 わ ず,認 め られ な い と い った 諸制 約 が あ る。

自 由財 源 に 利 用 す る こ と の で き る 限 度 額 は,2003年 の 法 改1}に よ り,

2004年 度 が パ リ ッ シ ュの 地 方 自治 体 選 挙 人 の 人 数 に5ポ ン ドを 乗 じた 額,

そ れ 以 降 は,毎 年 度,小 売 物 価 指 数 に連 動 して 変 更 す る こ と と され て お

りII°{D,2005年 度 は パ リ ッ シ ュ の地 方 自治 体 選 挙 人 の 人 数 に5.3ポ ン ドを

乗 じた 額 と され て い るq仰。

な お,自 由財 源 を用 い た事 業 と して は,ボ ラ ンテ ィア 団 体 へ の 補 助 金 が

多 く,青 少 年 活動,学 校,白 主 保 育 活動(playgroup)へ の援 助 が拡 人 す

qoΦL.G。A.2000,s.1.

00$こ の 権 限 の 期 限 と 発 展 経 緯 に つ い て は,竹 下 前 掲 書 注(9),87頁 以 ド,KP.

Poole&Keith-LucasBryan前 掲 書 注(9),54頁 以 下 を 参 照 。

pOQL.C.A.1972,Sch12B,pai°a2(insertedbyLocalGovernmentAct2003,s.

118).

aonLocalAuthorities(DiscretionaryExpendiureLimit(England))Order・2005,

SI2005/419.
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る 傾 向 に あ る と い う1"H。

パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル の権 限

パ リ ッ シュ カ ウ ン シル の権 限 の 根拠 規 定 は,多 くの法 令 に分 散 して い る。

パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル の 権 限 及 び義 務 の う ちi三要 な もの は以 ドの通 りで あ

る11190(な お,*を 付 した の は,他 の機 関 等 が 当該 権 能 を 行 使 して い る場

合,パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル が 当該 費川 負担 す る権 限 を有 して い る 事項 で あ

る。)

1.委 託 協 定(Agencyarrangement)

・他 の 地 方 白治 体 の 権 限 を 遂 行 す る 協定 を 結 ぶ 権 限

1972年 地 方f`i治 法101条(L.C.A.1972,s.101)

2.農 地(Allotment)

・農 地 を 提 供 す る 権 限
。 求 め に応 じて 個 人 向 け 菜園(allotmentgarden)を

提 供 す る義 務

1908年 小 作 地 及 び 農 地 法23,26,42条(Smallholdings&AllotmentAct

1908,ss.232G&92)

3.浴 場 ・洗 濯場(Bathandwashliouse)

・公 衆 浴場 と洗 濯場 を 利 川 に 供 す る権 限

1936年 公 衆 衛 生 法221～223,227条(PublieHealthAct1936 ,SS.221-223,

22i)

4.借 入(Borrowin9)

・法 律 に よ り権 限 を 行使 す る た め に 金銭 を借 り人 れ る権 限

1972年 地 ノ∫ri治 法 付 則13(L.(7.A.1972,Schl3),2〔 〕03年 地 方rl治 法 付 則1

(L.G.A.2003,Sch1)

poiPearce&Ellwood,supranote20,at12.

(1(19)PaulClaydon,LOCALCOUNCII、CLERK'sGUIL)E ,126-132(2d.ed2004)所

載 の 付 表 を も とに して い る、,た だ し,直 訳 で は意 味 の取 りに くい箇 所 は,根 拠 法

令 や他 の 文 献 を 参照 し,表 現 を 変 更 した の で,原 文 と異 な る所 が あ る、、
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地 域 自治 体 と して の バ リ ッ シ ュカ ウ ン シル

5.埋 葬 地,墓 地,火 葬 場(Burialgroundscemetar・iesandct・ematoria)

・墓地 等 を 取 得 し,維 持 管 理 す る権 限

1906年 オ ー プ ン スペ ー ス法9～10条(OpenSpaceAct1906,SS.9&10)

・墓地 等 を 利 用 に 供 す る権 限

1972年 地 方 自治 法214条(LG.A.1972,s.214)

・私 人 が 火 葬 場,墓 石 の 維 持 管 理 を 行 う こ と に同 意 す る権 限

1970年 パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シ ル 及 び 墓 地 行 政 庁(雑IllD法1条(Parish

CouncilsandBw°ialAuthorites(Mist.Prov.)Act,s.1)

・他 の 墓地 管理 者 に 対 し維 持 管 理 費 用 を 補 助 す る権 限

1972年 地 方n治 法214条6項(L.G.A.1972,s,214(6))

6.バ ス 待 合所(BusShelter)*

・バ ス 待 合所 を 利 用 に 供 し,維 持 管理 す る権 限

1953年 地 方 自治(雑 則)法4条(LocalGovernment(Misc.Prov.)Act1953

s.4)

7.条 例(Byelaws)

・遊 歩 道 ,公 園 に 関す る 条例 を定 め る 権 限

1875年 公 衆 衛 生 法164条(PublicIlealthAct1871,s.164)

・駐 輪 場 に関 す る 条例 を定 あ る権 限

1984年 道 路 交 通 規 制 法57条7項(RoadTrafficRegulationAct1984,s.57

(7))

・水 泳 場(publicbathing)に お け る遊 泳 区 域 ,利 用 時 間,更 衣 施 設 等 に関 す

る条 例 を 定 め る権 限

1936年 公 衆 衛 生 法231条(P.II.A.1936,s.231)

・地 方 自治 体 以 外 の もの が 運 営 す る 水泳 プ ー ル ,水 浴 場(bathingplace),浴

場(bath)に 関 す る条 例 を 定 め る権 限

1936年 公 衆 衛 生 法231条(P.H.A.1936,s.233)

・オ ー プ ン スベ ー ス,墓 地 に関 す る条 例 を 定 め る権 限

1906年 オ ー プ ン スベ ー ス法15条(0.S.A,1906,s,15)

・公 園 に お け る貸 しボ ー トに関 す る条 例 を 定 め る権 限

1907年 公 衆 衛 生 法 を 改it三す る 法 律44条2項(PublicHealthActs

AmendmentAct1907,s.44(2)),1961年 公 衆 衛 生 法54条(P.H.A.1961,s.

54)
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・死 体 安 置 所 及 び検 屍 施 設 に関 す る条 例 を 定 め る権 限

1936年 公 衆 衛 生 法198条(P.H.A.1936,s.198)

・公 園 及 び オ ー プ ン スペ ー ス に お け る犬 の 扱 い に関 す る 条例 を定 め る権 限

1906年 オ ー プ ン スペ ー ス法15条(0.S,A.1906,s.15),1875年 公 衆 衛 生 法

164条(P.II.A.1875,s.164),

8.慈 簿事 業(Charities)

・パ リ ッシ ュ ま たは 教 会 区 を 対 象 と した 慈 善 事業 にか か る受 託 者 の 指 名

1993年 慈 善 事 業法79条(CharitiesAct1993,s.79)

9.市 民 助 言 機 構(Citizens'AdviceBureau)

・市 民 の 権 利 ,法 律 問 題,金 銭 問題 ・ボ ラ ンテ ィア に よ る援 助 提 供 等 に つ い て,

市民 に 情 報 と助,ζ を 与え るボ ラ ンテ ィア団 体 た る 市民 助 言機 構 へ の 援 助

1972年 地 方r1治 法142条(L.G.A.1972,s.142)

10.Hも ㍉言i・(Clocks)*

・公 共 の 場 に お け る 時 計 の 設 置

1957年 パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル 法2条(ParishCounci1Act1957,s.2)

11.閉 鎖 さ れ た 教 会 墓地(Closedchuff°chyard)

・閉鎖 され,自 治 体 に 移 管 され た教 会 墓地 を管 理 す る権 限(一 定 の場 合 は,管

理 す る義 務)

1972年 地 方 自治 法215条(L.Cx.A.1972,s.215)

12.TnuP[!規 不呈(Codeofconduct)

・カ ウ ン シル 議 員 倫理 規fir,T1:を制定 す る義 務

2000年 地 方ri治 法51条(L.G.A.2000,s.5D

13.共 有地(Commonland)

・所 有権 主張 の な い 共 有地 に 対 す る 不 法 な 侵 害 を 排 除 す る権 限

1965年 共 有地 登 記法(CommonsRegistrationAct,19G5,s.9)

・デ ィス トリ ク トカ ウ ン シル の 計 画 に 基 づ き で 共 有地 及 び緑 地 を 管理 す る 権 限

1899年 共有 地 法4条 及 び5条(CommonsAct,1899,ss.4&5)

14.コ ミュ ニ テ ィセ ン ター 及 び ヴ ィレ ッ ジホ ー ル(Communitycentresandvil-

lagehalls)

・各 種 ク ラ ブ及 び体 育,社 会 奉 仕,教 育 をII的 とす る団 体 に対 して 施 設 を提 供

す る権 限

1976年 地 方1'1治(雑 則)法19条(L.G.(Misc。Prov.)Act1976,s.19)
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15.会 議 場(Conferencefacilities)*

・会 議,見 本iii,展 示 会 に使 用す る施設 を 提 供 し,ま た は,利 川 を 促進 す る権 限

1972年 地 方 自治 法144条(LG.A.1972,s.144)

16.協 議(Consultation)

・国 務 大 臣 の 指 定 を 受 けた 場 合 ,主 要 カ ウ ンシ ル と の協 議 を 行 う権 利

1997年 地 方 自治 及 び地 方 財 政 法21条(LocalGovernmentandRatingAct

1997,s.21)

17.犯 罪 及 び 治 安 素 乱(Crimeanddisorder)*

・カ ウ ンシル の 決定 が 管 轄 区域 の 犯罪 及 び治 安 素乱 に 与 え る影 響 を 考慮 す る義 務

1998年 犯 罪 及 び治 安 素 乱 法(CrimeandDisorderActl998,s.17)

18.犯 罪 防[L(Crimeprevention)*

・犯 罪 防1Lの た め の施 設 設ltLや 計 画v .案 他 者 の 犯罪 防 止 施 設 設 概 や 計 画 蹴案

に 対 す るの 支 援 を 行 う権 限

1997年 地 方 自治 及 び地 方 財 政 法31条(L.G.&R.A.1997,s.31)

19.排 水(Drainage)

・排 水 の た め に 溝 や 池 を 用 い る権 限

1936年 公 衆 衛 生 法260条(P.H.A.1936,s.260)

20.教 育(Education)

・公立 小 学 校 等 の 学 校 理 事(管 理 運 営isの 意 思 決 定 機 関 た る理 事 会 の メ ンバー)

の一 部 を 任 命 す る権 限

1998年 学 校 基 準 及 び 基 本 法 付 則15第9条(SchoolStandardsand

FrameworkAct1998,Para.150fSch.9)

21.娯 楽 と 芸 術(EntertainmentandArts)*

・ダ ン ス ・ホ ー ル な どの 娯 楽 施 設 の 提 供,芸 術 に 対 す る援 助

1972年 地 方 自治 法145条(L.G。A.1972,s。195)

22.旗 ざ お(Flagpoles)

・道 路 に 旗 ざお を 設 置 す る権 限

1980年 道 路 法144条(HighwaysAct1980,s.144)

23.自 由 財 源C'Freeresource")

。法 に よ り権 限 を 付 与 され て い な い 事項 で あ って,パ リ ッ シ ュの 全 部 若 し くは

一・部 ,住 民 の 全 部 また は一 部 の利 益 に な る と カ ウ ン シル が 思 慮 す る支 出 を 行

う権 限
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1972年 地 ノ∫白治法137条(LG。A.1972,s.137)

24.寄 付(Gifts)

・寄 付 を受 け る権 限

1972年 地 ノ∫白治 法139条(LG.A.1972,s.139)

25.公 道(Highways)

・歩 行 者 專 用道(footpath),歩 行 者 乗 馬 専 用 道(bridleway)を 維 持 管 理 す

る権 限

1980年 道 路 法43条 及 び50条(II.A.1980,ss.43&50)

・新 た な 道 路 の 敷 設 ,既 存 の 道 路 の 拡 幅 に 同 意 す る権 限

1980年 道 路 法30条,72条(II.A.1980,ss.30,72)

・道 路 の 閉 鎖 ,転 川,公 費 に よ る維 持 管理 の廃ILに つ き,治 安 判 事裁 判 所 に拒

否 の 申 立て を す る権 限

1980年 道 路 法47条,116条(II.A.1980,ss.47,ll6)

・道 路 行 政 庁(highwayauthority)に 対 し,道 路 が違 法 に 閉 鎖,遮 断 され て

い る こ とに つ き,不 服 を 申 しL`/_てる権 限

1980年 道 路 法130条(H.A.1980,s.130)

・街 路 樹 等 を 植 え,路 傍 の 草縁 を 維 持 管 理 す る権 限

1980年 道 路 法98条(II.n.1980,s.96)

・歩 行 者専 川 道 ,歩 行 者乗 馬 専川 道 の 違 法 な耕 作 につ き,訴 訟 を提 起 す る権 限

1980年 道 路 法135条(1-1.A.1980,s.135)

・道 路 標 識 その 他 警 告 を設 置す る権 限

1984年 道 路 交 通 規制 法72条(RoadTrafficRegulationAct1984,s.72)

26.情 報(lnformation)*

・公 開 計 画 に 基づ き,情 報 を 公 衆 の閲 覧 に供 す る義 務

2000年 情 報 白 山法19条,20条(FreedomoflnformationAct2000,SS.19,

?U)

27.L地(Land)

・合意 に 基 づ き,ヒ 地 を取 得 し,占 有 し,処 分 す る 権 限

1972年 地/if`1治 法124条,126条,127条(L.G.A.1972,ss.129,126,127)

・強 制 収 川 に よ りL地 を取 得 す る権 限

1972年 地 ノ∫自治 法125条(L.G.A.1972,s.125)

・L地 の 寄 付 を受 け る権 限
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1972年 地 方 自治 法139条(LG.A.1972,s.139)

・土 地 に 利 害 関 係 を 有 す る 者 に関 す る情 報 を 入 手す る権 限

1976年 地 方 自治(雑 則)法16条(L.G.(M.P,)A.1976,s.16)

28.1照 明(Lighting)

・道 路 及 び 公 共 の 場 所 に照 明 を 設 置 す る権 限

パ リ ッ シ ュカ ウ ン シ ル法3条(P ,C.A,1957,S.3)道 路 法301条(H.A.1980,

s.301)

29.ご み箱(Litter)*

・路1:及 び 公 共 の 場 所 に ごみ 箱 を 設 置 す る権 限

廃 棄物 法5条 及 び6条(LitterAct1983,ss.5&6)

30.富 く じ(Lotteries)

・富 く じを 主催 す る 権 限

富 く じ及 び娯 楽 法7条(LotteriesandAmusementsAct1976,s.7)

31.死 体 安 置所 及 び検 屍 施 設(Mortuariesandpost-mortemrooms)

・死 体 安 置 所 及 び検 屍 施 設 を設 置 す る権 限

1936年 公 衆 衛 生 法198条(P,H.A.1936,s.198)

32.生 活 障 害(Nuisances)*

・排 水 ,汚 水,濁 水 の貯 水流 水 に 用 い られ る池,溝,排 水 溝 に つ き措 置 を講 ず

る権 限

1936年 公 衆 衛 生 法260条(P.H.A.1936,s.260)

33.オ ー プ ンス ペ ー ス(Openspaces)

・オ ー プ ンス ペ ー スを 設 置 し
,維 持 管 理 す る権 限

1875年 公 衆 衛 生 法164条(P.H.A.1875,s.164),オ ー プ ン スペ ー ス法9条,

10条(0.S.AI906,ss.9,10)

34.パ リ ッ シュ に か か る 文 書(Parishdocuments)

・パ リ ッ シュ に か か る 文 書 の 保 管 に つ き 指 示 す る権 限

1972年 地 方 自治 法226条(LG.A.1972,s.226)

35.駐 屯 設備(Parkingfacilities)

・駐 車 場 及 び駐 輪場 を 設 置 す る権 限

1984年 道 路 交 通 規 制 法57条 及 び63条(R.T.R.A.1984,ss.57&63)

36.庁 舎及 び ヴ ィ レ ッ ジホ ー ル(Publicbuildingsandvillagehalls)

・庁 舎 及 び公 の 会 合 集 会 の た め の 建物 を 設 置 す る権 限
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1972年 地 方1`1治 法133条(LG.A.1972,s.133)

37.公 衆便 所(Publicconveniences)

・公衆 便所 を設 置す る権 限

1936年 公 衆衛 生法87条(P.H.A .1936,s.87)

38.広 報(Publicity)

・地 方 白治 体 に 関す る 事項 に つ き情 報 を提 供 す る権 限

1972年 地 方 白治 法142条(L.G.A.1972,s.142)

39.記 録(Records)

・地 方 に関 す る記 録 を収 集 ,展 示,購 入 す る権 限

地 ノi白治(記 録)法1条 及 び2条(LocalGovernment(Racords)Act1962 ,

ss.1&2)

X10.レ ク リエ ー シ ョン(Recreati()ll)*

・運 動 場 ,遊 歩 道,公 園 川 のL地 を 取 得 し,当 該 施 設 を 設 置 し,管 理 す る権 限

1875年 公 衆 衛 生 法164条,(P.H.A.1875,s。164),1890年 公 衆 衛 生 法 を 改

ll三す る法 律94条(P.H.A.A.A .1890,s.44),1906年 オ ー プ ン スベ ー ス法9

条 及 び10条(0.S.A.1906,s.9&10),1976年 地 方 自治19条(雑 則)法

L.G.(M.PJA.1976,s.19)

91.ベ ンチ 及 び 待 合 所(Seatsandshelters*)

・道 路 脇 に ベ ンチ また は 待 合 所 を 設 置 す る権 限

パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル 法1条(P .C.A1957,s.1)

42.都ll∫ 計ll珂・田 園 計1画(Townandcountryplanning)

・計 画 申 請 に つ き,通 知 を 受 け る権 利

都ll∫計1由「・川[刺、;卜画 法 付 則1第8条(TownandCountryPlanningAct

1990,Sch.1Para.8)

43.町 の 称 号(Townstatus)

・町 を 称 す る権 限

1972年 地 方 臼治 法245条(L.G.A.1972,s.245)

44.観 光振 興(Tourism)*

・観 光振 興 に寄 与す る権 限

1972年 地 方 自治 法144条(L.G.A.1972,s.199)

45.低 速 走 行 促 進(Trafficcalmillg)

・住 宅 地 等 の 道 路 を ,車 が ス ピー ドを 出せ な い 構造 に す る た め の 費 川 を 負 担 す
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る権 限

1980年 道 路 法274A条(H,A.1980,s.274A)

46.交 通(Transport)

・r働 車 共 同 利 用 計 画 を 策 定 し,バ スへ 補 助 金 を給 付 し,タ ク シー 料 金 を 認"∫

し,公 共 交通,道 路 の 利 用 及 び 必 要性 につ き調 査 し,公 共 交通 機 関 に つ い て

の情 報 を提 供 す る 権 限

1997年 地 ノ∫自治 及 び地 方 財政 法26条(L.G.&R.A.1997,s.26)

47.緑 地(Villagegreens)*

・緑 地 を維 持 管 理 し,緑 地 に 関 す る条 例 を 制 定 し,緑 地 の 利 川 妨 害 に つ き訴 訟

を 提 起 す る権 限

1906年 オ ー プ ンスペ ー ス法15条(0.S.A.1906,s.15)1857年L一 地 囲 い 込 み

法12条(InclosureAet1857,s.12)1876年 共 有 地 法29条(CommonsAct

1876,s.29)

48.戦 争 記 念 碑(Warmemorials)

・戦 争 記 念 碑 を 維 持 管 理 営 繕 保 護 す る権 限

1948年 地 方ri治 法133条 で 拡 大 さ れ た,1923年 戦 争 記 念 碑(地 方 自治 体 権

限)法1条(WarMemorials(LocalAuthorities'Powers)Actl923,s.las

extendedbyL.G.A.1948,s.133)

49.水 の 供 給(Water-supply)

・井 戸,泉,小 川 を 水 源 とす る給 水 施 設 を 利 用 に 供 す るた め に,井 戸 等 を 利 用

す る 権 限

1936年 公 衆 衛 生 法125条(P.H.A.1936,s.125)

パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル の機 能

パ リ ッ シュ カ ウ ン シル は,h記 の よ うな 権 限 に基 づ いて,ど の よ う な機

能 を 果た して い るの で あ ろ うか 。 パ リッ シ ュカ ウ ン シルの 機能(役 割)は,

お お よ そ

① コ ミュニ テ ィー の 意 見 や 利 害 を 代 表 す る こ と

② 公 共 サ ー ビ スを 提 供 す る こ と

の 二つ に 集約 され る1川〕。

表1は,カ ウ ン シル 全 体 会 議 で 検 討 され た議 題 につ いて の調 査結 果 で あ

87一



る。 これ に よれ ば,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル全 体 会 議 で 最 も頻 繁 に取 り上 げ

られ る議 題 は計 画 申請 で あ る。 調 査 対 象 とな っ たパ リ ッシ ュ カ ウ ン シル の

90%が,毎 回 若 し くは 多 くの 回 の 全 体 会 議 で 検 討 され た と回 答 し,時 折 議

題 に 上 った とす る回 答 を 加 え る と,調 査 対 象 の ほぼ す べ て の カ ウ ン シル で

検 討 され た こ とが わ か る(IIU。

表11989年 度 にお いて カウンシル全体会議で検討 した議題(%)("2)

議 題 すべて(多 く)の 会議で検討 時折検討 検討せず

計画申請 90(%) 9 1

道路の管理 57 39 4

道路(交 通等) 45 48 8

歩行者専用道 43 55 2

速度制限 33 60 8

生活障害(ゴ ミ箱等) 33 61 5

運動場 32 44 24

地区の計画 31 62 8

オ ー プ ン スペ ー ス 27 51 22

こ こ で注 意 す べ きな の は,前 項 で 見 た よ う に,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル は,

計画 申 請 を処 理 す る権 限 を持 って い る わ け で は な い こ とで あ る。 計画 申請

OlΦ も ち ろ ん,パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル の 役 割 に つ いて の 整 理 は,論 者 に よ って 微 妙

に 異 な る。 例 え ば,TRICKERETAL.,supranote72,atl6-17は,パ リ ッ シ ュ

カ ウ ン シル の 役 割 を,1)地 区 の コ ミュニ テ ィー の意 見 を 代 弁 す る こ と,2)地 区

の サ ー ビ スや 施 設 を 維 持 す る こ と,3)地 区 の ボ ラ ンテ ィア組 織 や コ ミュニ テ ィー

活 動 を 支 援 す る こ と,4)地 区 の 開 発 に影 響 を 与 え る こ との4点 に整 理 して い る。

αゆPearce&Ellwood,supranote20,at.36は,計 画 申請 へ の 対 応 は,パ リッ シュ

カ ウ ン シル の最 も重 要 な 仕 事 で あ る と して い る。

01オELLWOODETAL.,supranote49,at40.に お け る表 の 上 位 を 抜 粋 。
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地 域 自治 体 と して の パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル

を 処理 す る権 限 を 有 す るの は,カ ウ ンテ ィカ ウ ンシル や デ ィス トリク トカ

ウ ン シ ル な どの 地 方 計 画 行 政 庁(localplanningauthority)で あ り,パ

リ ッシ ュカ ウ ン シル は 膨鋪i∫に計 画 行 政 庁 に,誓面 で 中 し出た 場 合,巾 請 につ

い て 通 知 を 受 け る権 利 を 有 す るの み で あ る。 さ らに,法 律 は通 知 を受 けた

パ リ ッシ ュ カ ウ ンシル に対 し,当 該 巾請 に関 す る意 見 を 表明 す る機 会 を付

与 し,計 画 行 政 庁 が そ れ を考 慮 しな けれ ば な らな い と い枠 組 み を定 めて い

る〔U31。す な わ ち,計1由1巾 請 に つ い て検 討 して い る と い うの は,パ リ ッ シュ

カ ウ ンシル 白 らが 申請 を許 可す るか 否 か を決 定 して い る わ け で は な く,計

画 につ いて 「コ ミュニ テ ィー の意 見 や利 害 を代 表」 して い る に過 ぎ な い。

ま た,他 の 事項 につ い て も,パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル 自身 の サ ー ビ ス提 供

につ いて の審 議 の他,i三 要 カ ウ ン シル 等 の行 うサ ー ビ ス提 供 に つ い て意 見

を述 べ る た め の審 議 が か な りの 程度 含 ま れ て い る こ とがr想 され る。 この

よ うに,他 の機 関 等 の 行 う 事務 事 業 に つ き,「 コ ミュ ニ テ ィー の 意 見 や 利

害 を代 表」 す る の は,パ リッ シ ュカ ウ ン シル の最 も 重要 な 役 割 で あ る とみ

な さ れ て い る0

さ らに,中 央政 府 も,パ リ ッシ ュカ ウ ン シル の この よ うな機 能 を 評価 し,

そ の拡 充 を 図 る施 策 を 展 開 して い る。1997年 地 方 自治 地 方 税 法14条 は,

カ ウ ンテ ィカ ウ ン シル ・デ ィ ス ト リク トカ ウ ン シル は,Il三1務大 臣 が 指 定 し

た`拝項 に着 い て 決 定 を 行 う前 に,そ の案 をパ リ ッシ ュカ ウ ン シル に通 知 し,

plyTownandCountryPlanningAct1990,Sch.1para.8.

a　mTRICKERETAL.,supranote72,at16-17は,カ ウ ン シ ルの 規 模 ご と に,何

が カ ウ ン シル の1三た る役 割 で あ るか につ い て の 事例 研 究 を 行 って い る。 そ の結 果,

多 くの カ ウ ン シ ル が 「地 区 の コ ミュニ テ ィー の 意 見 を 代 弁 す る こ と」 を主 た る役

割 で あ る と 考え て い る こ とが 明 らか に され た 。 ま た,他 の 多 くの 文献 も,パ リ ッ

シ ュ カ ウ ン シ ルの 役 割 と して 最 も重 要 な もの は,「 地 域 の 意 見 や 利 益 を 表 明 す る

こ と」 で あ る と して い る。 例 え ば,Pearce&Ellwood,supranote20,at.36;

竹 下 前掲 論 文注qO),23頁 。
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意 見 表 明 の 機 会 を 与え た ヒで,決 定 に際 して そ の 意 見 を 考 慮 す る よ うに 定

め て い るlll5'。国 務 大 臣 は,法 律 成 、佐以 来,カ ウ ン テ ィカ ウ ン シ ル ・デ ィ

ス トリク トカ ウ ン シル に対 し,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル との 合 意 に基 づ い て

積 極 的 に 白主 的 協議 を 行 う よ う に しな けれ ば,こ の 義 務 的 協議 指 定 を 行 う

と示 唆 して お り,こ れ に よ りr目 三的 協 議 の 対 象 事 項 は 拡 充 して い る と い

う11°O

他 方,② の 公 共 サ ー ビスの 提 供 につ いて,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル は,き

わ め て 限 定 され た 役 割 しか 果 た して いな い。 パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル に よ っ

て提 供 され るの は,1三 と して,公 園 ・オ ー プ ン スペ ー ス,ヴ ィ レ ッジ ホー

ル,歩 行 者 導用 道 路 とい った サ ー ビ ス に限 られ て い る川71。

この よ うに パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル に よ る公 共サ ー ビス提 供 が 極 め て 限 ら

れ て い る要 因 と して は,権 限 鍮 越 の 法 理 に よ り提 供 す る こ との で き る公 共

サ ー ビ スが 限 られ て い る こ と,自 山財 源 を 利 川 して パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル

が 白 らの 裁 量で 展 開 で き る 事 業 に 金銭 的i限 が 定 め られ て い る こ とlinな

どが 考 え られ る。 さ ら に,特 に小 規 模 な パ リ ッシ ュの 場 合,財 政 力 そ の も

の の 限 界 とい う問 題 もあ る。

UlfL.G.R.A.1997,s.21.

q1㊦CLAYDEN,supranote81,at65.

anPearce&Ellwo(,d,supranote20,at42.

(11$聞 き取 り調 査 に よ れ ば,137条 の 歳 入 権 限 をLl眼 まで 利 川 して い る の は,カ ウ

ン シル の3%程 度 に過 ぎ な い 。 歳 入 制限 が 制約 に な って い る と 考え て い る カ ウ ン

シル もあ れ ば,そ うで な い カ ウ ンシ ル もあ る。 歳 人権 限 を[二限近 くま で 利 用 して

い る カ ウ ン シル が,制 約 とな って い る と 考え て い るか と い う と,必 ず し もそ うで

は な く,ヒ 限近 く まで 利 川 して い な い カ ウ ン シ ル で あ っ て も,制 約 に な って い る

と感 じて い る とこ ろ が あ る とい うEllwoodetaL,supranotelO1,atl3。
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地 域 自治 体 と して の パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル

表2か らわ か る よ うに,規 模 の 小 さい パ リ ッシ ュ ほ ど,歳 入 総 額 の み な

らず,人 一一人 あ た りの 歳 人額 も少 な い。 この よ うな 財政 状 況 で,公 共 サー

ビ スの 提 供 を 行 うの に は限 界が あ る こ と は明 らか で あ る。

表2.;・ 年 度 の パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル の歳 入$IS11191

人lI 人口1名 あた り
'ド均歳入総額

500人 未満 3.42(£) 1100(£)

501～1000人 5.82 4100

1001～2500人 6,68 "11

2501～5000人 7.35 25700

5001～10000人 11.58 83400

さ らに,あ らゆ る レベ ル の地 ノ∫自治 体 に共 通 の 問 題 だ が,同 じサ ー ビ ス

を実 施 しよ う とす れ ば,収 税 が 見込 め な い カ ウ ンシ ル ほ ど,税 率 を ヒげな

け れ ば な らな い。 この 結 果,最 も貧 しい住 民 が 最 も 多 くの 税 を 負 担 す る と

い う結 果 を 招 くこ と にな る と い う問 題 も考 慮 しな けれ ば な らな い。 同一 の

デ ィ ス トリク ト内 に,比 較 的 富 裕 な地 区 と そ うで な い地 区 が あ り,そ れ ぞ

れ にパ リ ッシ ュ カ ウ ンシ ルが 設 置 され て い る場 合,財 政 力 の 乏 しい パ リ ッ

シ ュ カ ウ ン シ ル に対 し,デ ィス トリ ク トカ ウ ン シル が補 助 金 を給 付 し,財

政 力 の 均 衡 を 図 る必 要 が あ る と の指 摘 が あ る12"'。

仮 に,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル が ト分 な財 政 力 を 有 して い た と して も,パ

リ ッシ ュ カ ウ ン シル に よ る サ ー ビ ス提 供 が,パ リ ッ シュ住 民 に 「 　Tcの 負

担 」 を 課 す る こ と にな る と い う問 題 もあ るh櫛。 パ リ ッ シ ュカ ウ ン シ ルが,

OlgELLWOODETAL.,supranote49,at73.

q⑳ そ の よ う な,糾 列 と して,INrsNFWMAN,PARISHANI)TOWNCOUNCILSAND

NEIGHBOURHOODGOVERNANCE18-19(2005)を 参 照Q

q2Dこ の よ う な 問 題 を 指 摘 す る も の と して,1'earce&Ellwood,supranote20,at.

一91



そ の権 限 に 基 づ い て 展 開 で き る 公 共 サ ー ビ スの ほ ぼ す べ て は,デ ィ ス ト リ

ク トカ ウ ン シル に よ って も提 供 可能 な サ ー ビ スで あ る。 例 え ば,あ る デ ィ

ス ト リク ト内 のA地 区 の パ リ ッシ ュ カ ウ ン シ ル がriら の 財 源 で ,運 動 場

を整 備 し,住 民 に提 供 して い る とい う状 況 を 考 え て み よ う。 同 一 デ ィ ス ト

リ ク ト内 のB地 区,C地 区 等 に は運 動 場 が な い,と い うの で あ れ ば問 題

は な い。 しか し,B地 区,C地 区 等 に,デ ィス トリ ク トカ ウ ン シル が設 置

した 運 動 場 が あ る場 合,A地 区 の1is民 は,A地 区 の運 動 場 の 費 川 を パ リ ッ

シ ュ カ ウ ンシ ル に 対す る 税 金 と して 負 担 したf一で,B地 区,C地 区 の 運 動

場 に 要す る費 川 も,デ ィス トリ ク トカ ウ ンシ ル に対 す る税 金 と して 負 担 す

る こ とに な る。 これ が 「 重 の 負 担 」 で あ る。

この よ うな 問 題 を 解 消 す る方 策 と して,さ ま ざ まな もの が 提 唱 され ,そ

の い くつ か は,実 行 に 移 され て い る。

まず,デ ィス トリ ク トカ ウ ン シル によ るサ ー ビス提 供 を受 けて い る地 区の

住 民 に'11該サ ー ビ ス分 の 追 加 負担 を求 め る とい った 方法 や,反 対 に,パ リッ

シュカ ウ ンシルが サ ー ビス提 供 を してい る場 合 に は,デ ィス トリク トカ ウ ン

シル が そ の 費 川 分 を 補 助 金 と して パ リ ッシ ュカ ウ ン シル に給 付 す る 方 法 が

考え られ る喫 。 そ の 際 費 川 の 全 額 を 給 付 す るか,部 分 的 な 補助 に と どめ

るの か,さ らに,事 業 費 の み を 補 助 す るの か,事 業 実 施 に伴 う管 理 経 費 分

も補 助 の 対 象 にす るのか とい った こ と も,考 慮 しな けれ ば な らな い 榔。

44:DavidMCIark,LocalCvunci.lsDelivering5ρruごeρ κ,24LocalGovemance

275,276(1998).

G幼Pearce&Ellwood,suprallote20,at.45;Clark,,Supranote121,at276-77.

伽Camhl-iaカ ウ ンテ ィー のAllerdaleバ ラ(歴 史 が あ るデ ィス ト リク トや 大 規 模

デ ィス ト リク ト等 に 与え られ る 名称)で は,パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル が サ ー ビ ス提

供 を 行 った場 合,バ ラ カ ウ ン シ ルがurl該 区域 に 当該 サ ー ビ スを提 供 した ら要 す る

と思 わ れ る 費 用 の80%に 相,,-tする 金 額 を,バ ラ カ ウ ン シ ルが パ リ ッ シ ュ カ ウ ン

シ ル に還 付 して い る。 この結 果,パ リ ッシ ュは 除P'i,公 園,バ ス待 合 所,遊 歩 道,
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地 域 自治 体 と して の パ リ ッシ ュ カ ウ ンシ ル

さ らに,バ リ ッシ ュ カ ウ ン シル が,1972年 地 方 自治 法101条 に基 づ き,

デ ィス ト リク トカ ウ ン シル 等 の 代 理(agent)と して,サ ー ビ ス提 供 を 行

う とい う方 法 も考え られ る。 この 方法 は,デ ィス トリク トカ ウ ンシル に と っ

て は,費 用 や最 低 基 準 に 関 す る権 限 を 保 持 で き る とい う メ リ ッ トが あ る。

パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル に と って も,デ ィ ス ト リク トカ ウ ン シル 等 が 設 定 し

た 基 準 を ク リアす れ ば,コ ミュニ テ ィー の 選 好 に あ わ せ て サ ー ビスの 提 供

が で き る と い う点,費 川 を節 減 す る こ とが で き れ ば,そ の 節 減 分 を 自 らの

財 源 と しう る と い う取 り決 あ を結 ぶ こ とが 可能 で あ る とい う点 で メ リ ッ ト

が あ る咽 る

また,基 本 的 サ ー ビス は基 礎 的ri治 体 た る デ ィス トリ ク トカ ウ ン シル ・

ユ ニ タ リー カ ウ ン シル が 提 供 す る こ と と した ヒで,パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル

街灯 な どの サ ー ビ スを 提 供 して い る。 しか し,こ の 方式 は 中 心 と な る管 理 経 費 を

給 付 す る もの で は な い。NorthIlertfordshireで は,デ ィ ス ト リク トが 設 定 した

限度 で,100%の 費 用還 付 を 行 い,超 過 分25%を 負 担 して い る。 これ に よ り,パ

リ ッ シュ は運 動 場,オ ー プ ンスペ ー ス,墓 地,バ ス待 合 所,戦 争 記 念 碑,住 民 農

園 な どを 設 置 し,集 落 会 館(villageha11)を 維 持 に 役 、/_って い る と い うClark,

supranote121,at277.

a2mClark,supranote121,at.278.例 え ば,Nortfolkカ ウ ンテ ィ内のBroadland

デ ィ ス ト リク トカ ウ ン シル は,1994年 か ら試 行 的 に3年 間,道 路 清 掃 と ご み 収

集 の 監 督,街 路 名 の 決 定,遊 歩 道 の 管理,住 環 境 向k地 区(amenityareas)管

理,駐 車場 管 理,バ ス ・鉄 道 パ スの 交 付,公 共施 設 管 理,レ ジ ャー 補 助 の 交 付 の

8つ の権 限 を,パ リッ シ ュの 希 望 に応 じて 委 託 した。 デ ィス トリ ク トと バ リ ッシ ュ

そ れ ぞ れ の 役 割 につ い て は 明 確 に 定 め られ て い る。 街 路 名 につ い て は パ リ ッ シ ュ

が 決 定 して,デ ィ ス トリ ク トに 報 告 し,標 識 は デ ィス トリ ク トが 設 置 す る。 公 共

施 設 に つ いて は,デ ィ ス トリク トが 所 有権 を 保 持 し,保 険,利 川 料 に つ い て は デ ィ

ス ト リ ク トが 責 任 を持 つ。 パ リ ッシ ュ は清 掃 員雇 用,物 品 購 人,公 衆 の 苦情 処 理

等 にあ た る。 委 託 費 は,デ ィス ト リク トが サ ー ビス提 供 に 支 出 して い た 費 用 に,

管 理 経 費 の7.5%を 加 え た もの で,余 剰 金 が 生 じた 場 合 は パ リ ッ シ ュ に帰 属 す る

こ と と され たClark,supranote121,at.280.
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が 臼 らの 財 源 で,サ ー ビス の追 加 や 増 加 を 求 め る と い うノ∫法1脚 も検 討 に

値 しよ う。

さ らに,財 政 等 の問 題 が あ るの で,パ リ ッシ ュカ ウ ン シル は,直 接 の サ ー

ビス提 供 をす る の で は な く,デ ィス トリク トカ ウ ンシ ル等 の 行 うサ ー ビス

提 供 に影 響 を 与え る こ とが で き る よ う な 方法 を探 求 す べ きで あ る と い う考

え1i''";'も成 り 立つ。 パ リ ッ シ ュ カ ウ ン シル 白 らが 「公 共 サ ー ビス を提 供

す る こ と」 よ り も,他 の 機 関 が 提 供 す る公 共 サ ー ビ スに つ い て 「コ ミュニ

テ ィー の 意 見 や 利 害 を 代 表 す る こ と」 に 重点 を 置 くべ きで あ る とい う戦 略

で あ る。

あ る論 考 は,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル の 役 割 と して ,① 住 民5000人 以 下

の カ ウ ンシル は,コ ミュニ テ ィー に お け る リー ダ ー シ ップを 確 、Zする こ と,

L要 公 共 団 体 に 地 域 の 意 見 を 伝 え る チ ャ ン ネ ル と な る こ と,② 住 民

5000～10000人 の カ ウ ン シル は,ヒ の 役 割 に加 え,一 ・部 サ ー ビ スの 供 給 者

とな る こ と,③ 住 民10000人 以 上の カ ウ ンシ ル は,サ ー ビス供 給 者,地 方

の 代 弁 者 と して,デ ィス トリ ク トカ ウ ンシル に近 い 役 割 を'了え られ るべ き

で あ る と述 べ て い る1隣。

実 際,調 査 に よれ ば,す べ て の パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル は コ ミュニ テ ィー

に 関 係 の あ る事 項 に つ い て,参 画 と協 議 を 求 め て い るが,サ ー ビ ス提 供 に

㈱WiltshireCountyCouneilは,近 隣 カ ウ ン シ ル憲 章 に お い て,近 隣 カ ウ ン シ

ル がL要 カ ウ ン シル の 委 員 会 に 意 見を 述 べ る機 会 を 与え,主 要 カ ウ ンシ ルが それ

に応 答す る とい う手続 を 明 確 に す る と共 に,i三 要 カ ウ ン シ ル と近 隣 カ ウ ン シ ルの

合 意 に 基 づ き,主 要 カ ウ ン シル が 責 任 を 持 って い るサ ー ビ スを,近 隣 カ ウ ンシ ル

が 直 接 提 供 す る こ と を 可能 に す る と共 に,共 同 体 の選 択 に 応 じて ,カ ウ ン シル が

自 らの 財 源 で,サ ー ビス の追 加 や増 大 を求 め る こ と が で き る よ うに す る仕 組 み を

提 唱 して い るPearce&Ellwoc)d,supranote20,at .47。

伽NEWMAN,supranote120,at.33;Pearce&Ellwood,supranote20 ,at39.

02ηId.at51-52
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地域 自治体 と して のパ リッシュカウ ンシル

積 極 的 に 関 わ る こ と に は,パ リ ッ シュの 規 模 に よ り傾 向 の違 い が 見 られ,

大 規 模 な パ リ ッシ ュの カ ウ ン シルで は,よ り多 くの サ ー ビ ス提 供 を担 う こ

とに積 極 的 で あ るが,規 模 が小 さ いパ リッシ ュの カ ウ ン シル は,パ リ ッシ ュ

カ ウ ン シル 職 員 が サ ー ビス提 供 を監 督 した り,住 民 の 要求 に応 ず る こ とに

つ き,時 間 的 限 界 が あ る こ とを反 映 して,サ ー ビ ス提 供 に は 消 極 的 で あ る

と い うi12R?O

5お わ りに 地域 自治体のあり方

以 ヒ,パ リ ッ シ ュカ ウ ン シル 組 織,権 限,機 能 等 につ いて 紹 介 して き た

が,最 後 に,そ れ らを 手 掛 か り に,地 域 自治 体 の あ り方 につ いて,若 干 の

考 察 を試 み た い。

地 域 自治 体 の 役 割 は 通 常,パ リ ッシ ュ カ ウ ン シルが そ う で あ る よ うに,

主 と して,① 地 区 ・地 区 住 民 の 意 見や 利 害 を代 表 す る こ と,② 公 共 サ ー ビ

ス提 供 を 担 う こ との 二 つ で あ る と思 われ る。

この う ち,意 見代 表 機 能 につ いて は,パ リ ッ シュ カ ウ ン シル の 主 要 な 役

割 と考 え られ て い るが,こ の よ う な機 能 を 果 た し うる の は,パ リ ッ シ ュカ

ウ ン シル が 選 挙 で 選 ばれ た議 員 か らな る合 議体 で あ る か らに他 な らな い。

住民 の選 挙 に よ る選 ば れ て い るか らこそ,パ リ ッシュ カ ウ ン シル は 「地 区 ・

地 区 住 民 の 意 見 を 代 表 し う る資 格 」(民 主 的 正 統 性)を 有 す る。 わ が 国 の

地 域 協議 会 の よ う に,首 長 が選 任 す る機 関 で は,い く ら,そ の 「選 任 に 当

た つ て … … 区域 内 に住 所 を 有 す る者 の 多 様 な 意 見 が 適 切 に 反 映 され る もの

と な る よ う配慮 し」 た と して も,こ の よ うな 機 能 をf一分 に果 た しう るか は

疑 問 で あ る。

そ の 反 面,公 選 制 に も問 題 が な い と は いえ な い。 選 挙 を実 施 す る に は か

α2⑳Clark,supranote121,at276.
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な りの コ ス トを 要す る。 地 区代 表 者が,選 挙 の コ ス トに 見合 うだ けの 役 割

を 果た し得 な い ので あれ ば,無 駄 遣 いの そ し りを免 れ え な い だ ろ う。 また,

パ リ ッシ ュカ ウ ン シル に見 るよ うに,卜 分 な 、ア候 補 者を 得 られ なか った り,

選 挙 の投 票率 も低 くな れ ば,せ っか くyを 実 施 して も,代 表 の 正統 性 に

疑 問 が 生 ず る こ と も考 え られ る。 さ らに,地 区 住 民 の意 見 を聞 くの で あれ

ば,必 要 に応 じて,ア ンケ ー ト,住 民 投 票,住 民 集 会 な どを 利 用 す れ ば よ

く,そ の 方が,地 区 住 民 の 生 の 声 が 聞 け る し,比 較 的 低 コ ス トで 済 む とい

う考 え 方 も あ りう るだ ろ う。

しか し,ア ン ケー トや 住 民 投 票 に よ り,地 区 住 民 の 意思 を 明確 に 知 ろ う

と思 え ば,あ る提 案 に賛 成 か 反 対 か の:者 択 一 を 問 う もの に な ら ざ るを得

な い。 投 票 者 が,複 数 の 提 案 の 中 か ら最 も好 ま しい もの を選 ぶ とい う方式

だ と,結 果 と して 表 明 され た 「住民 の 意思 」 に 曖 昧 な点 が残 る 可能 性 が 高

い か らで あ る。 も ちろ ん,二 者択 一 が適 切 な 問題 もあ る だ ろ うが,地 区 で

問 わ れ る べ き 課題 に は,都 市計lllllや公 共 サ ー ビ スの あ り方 の よ うに,基 礎

的 自治 体 当局 と地 区住 民 が 　r:いに知 恵 を 出 し合 い,妥 協 と歩 み寄 りを 重ね

なが ら,よ りよ い解 決 策 を 見 い だす べ き性 格 の もの が 多 い の で は なか ろ う

か 。 こ の よ うな場1(11にお い て は,ア ンケ ー トや住 民 投 票,住 民 集 会 の よ う

な直 接 民 主的 丁法 よ り,実 質 的審 議 や継 続 的 交渉 が 可能 な 「代 表 機 関 を通

じて の 参加 」 に優 位 性 が 認 め られ る はず で あ る。

さ らに,イ ング ラ ン ドの地 域 自治 の 制 度 が,地 区 住 民 の 代 表 機 関 た る カ

ウ ンシ ルを{:体 と し,そ の 優 位 性 を認 めつ つ も,パ リ ッシ ュ総 会 とい う形

で 住 民 に直 接 参 加 の 機 会 を付j.し て い る こ と に も留 意 す べ きで あ ろ う。 代

表 制 の メ リ ッ トを 生 か しつ つ,こ れ につ き ま と う 「被 代 表 者 と代 表 者の 意

思 の 乖 離」 を 緩 和 す る仕 組 み が ビル ドイ ン され て い る とみ る こ とが で き る

か らで あ るQ

次 に,地 域 自治体 に よ る公 共サ ー ビスの提 供 で あ るが,こ れ もパ リ ッシュ

カ ウ ン シル が そ うで あ る よ うに,i三 と して 「補 足 的」 公II:サ ー ビス提 供 に
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地 域rl治 体 と して の パ リ ッシ ュ カ ウ ン シル

留 ま る こ とに な ろ う。 公 共 サ ー ビ スを 住 民 に 身 近 な レベ ル で 展 開 す る こ と

は望 ま しい こ とで は あ る が,規 模 の 経 済 を 考 慮 に 入 れ る と,基 本 的 な 公 共

サ ー ビス の提 供 は,一 定 以 ヒの 規 模 を も った 基 礎 的 自治 体 た る 市町 村 の 役

割 とせ ざ る を え な い。

そ うな る と,公 共サ ー ビス提 供 に 関す る地 域 白治 体 の役 割 は,i三 と して,

市町 村 の規 模 拡 大 に伴 い,こ ぼ れ 落 ち て しま う地 区 の ニ ー ズを 拾 い ヒげ,

Dili的 な公 共 サ ー ビス を展 開 す る こ とに あ る とい え る だ ろ う。 さ らに,基

礎 的ri治 体 が 提 供 す る 公 共 サ ー ビ スの 問題 点 を指 摘 し,そ の 改 善を提 案 す

る機 能 も果 たす べ き で あ る が,こ れ は 公 共 サ ー ビ ス提 供 とい うよ り,先 に

検 討 した 住 民 代 表機 能 の一一環 と 見 る こ と が で き る だ ろ う。

また,地 域 自治 体 が 公 共 サ ー ビ スの提 供 を担 う場 合,財 源 問題 に つ い て

の 考 慮 が 不r欠 で あ る。 地 方 白治 の理 念 に忠 実 で あ ろ うとす れ ば,白 前 の

財 源 で 白 前の 公 共 サ ー ビス を提 供 す る と い う こ と に な ろ う。 しか し,重

負 担 の 問 題 が 生 じ兼 ね な い こ と,同 一 の 基 礎 的 自治 体 内 に お け る地 域 白治

体 の 財政 力 不 均 衡 は 看 過 し得 な い こ と,地 域ri治 体 の 担 う のが 「補 足 的 」

な 役 割 に過 ぎ な い こ と な どに鑑 み る と,「rli三 財政 権 」 に こ だ わ る こ と は

必 ず し も適 当で は な い よ う に思 わ れ る。 地 域 自治 体 の 展 開 す る公 共サ ー ビ

スの 財 源 は,1_に,基 礎 的 自治 体 等 か らの 補 助 金 や 委託 経 費 に よ る と い う

こ とで よ い の で は な い だ ろ うか。 た だ し,地 域 白治 体 がis夫 して 節 減 した

分 につ い て は,地 域 白治 体 が 自 らの地 区 の ニ ー ズに そ って,自 山 に使 え る

よ うな 制度 とす べ き で あ る。

以 ヒの よ うに,地 域 自治体 は,地 方 白治 制 度 に お い て,基 礎 的 自治 体 に

は な い 固 イfの役割 を 果 た し う るよ うに思 わ れ る。 最 初 に述 べ た よ う に,わ

が 国 で も,近 年,地 域ri治 区,合 併特 例 区i'の 制 度 が 導 入 され た が,前 者

は基 礎 的 自治 体 内 部 の組 織 に過 ぎず,後 者 は特 別 地 方 公 共 団体 で は あ るが,

市町 村 合 併 に 際 して5年 に 限 って 認 め られ る暫 定 的 制 度 に過 ぎな い。 さ ら

に,地 域 協議 会,合 併 特 例 区 協 議 会 と もに,そ の 構 成 員 は 市町 村 長 に よ る
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選 任 制 と され て い る。 市 町村 合併 で,基 礎 的r1治 体 の 規 模 が拡 大 す る中,

「行 政 と住 民 が 朴匡〔に連 携 し,と もに担 い 手 と な って 地 域 の 潜 在 力 を ト分

に 発揮 す る仕 組 み 」q291として,こ の よ うな 制 度 が どれ ほ どの 機 能 を 発 揮 し

う るの か,改 め て 検 討 して み る必 要 が あ るの で はな いだ ろ うか 。

㈱ 地方制度調査会 「今後の地 方自治制度のあ り方に関する答巾」(2004年)11頁 。

一98一


